
清
代
地
方
官
の
病
死
・
病
気
休
養
に
つ
い
て

|
|
人
事
管
理
に
関
す
る
一
考
察
|
|

伍

躍

Iは

じ

め

に

病
死
関
歓
と
病
気
休
養
の
関
係
手
績
き

一

病

死

開

飲

二

病

気

休

養

1

告
病

2

起
病
制
度
の
復
活

H

蹄
郷
へ
の
救
済
措
置

一
中
央
の
値
微
員
政
策

二
各
省
濁
自
の
救
済
措
置

む

す

び

3 

病
気
休
養
制
度
の
悪
用
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t主

じ

め

清
代
の
官
僚
制
度
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
官
僚
の
選
任
方
法
や
地
方
官
の
職
務
(
た
と
え
ば
裁
剣
)
等
に
お
い
て
、
数
多
く
の
成
果
が
奉
げ

(

1

)

 

ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
官
僚
の
人
事
管
理
制
度
と
い
っ
た
覗
角
か
ら
は
、
あ
ま
り
研
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

259 

本
稿
で
は
、
官
僚
の
中
の
多
数
を
占
め
た
州
勝
地
方
官
の
在
任
中
の
病
死
や
病
気
休
養
の
関
係
手
績
き
を
、通
じ
て
、

日
常
の
人
事
管
理
問
題
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を
検
討
し
て
み
た
い
。
在
職
中
、
病
死
や
病
気
な
ど
の
不
幸
に
見
舞
わ
れ
る
官
僚
は
、
少
な
く
な
か
っ
た
よ
う
で
、

た
と
え
ば
、
乾
隆
四
十
八

年
(
一
七
八
三
)
九
月
九
日
付
け
の
大
事
土
阿
桂
ら
の
「
会
題
」
に
よ
れ
ば
、

同
年
七
月
下
旬
の
十
五
日
聞
に
吏
部
で
慮
理
さ
れ
た
告
病
手
績

府き
経は
歴
ーあ
名わ

せ
数て
議十
一九
名件

あ
司1/つ
導た

名と
、ヵ:

主分
簿か
ーる
名。

そ
巡の
検内
二語
名は
で 逼
あ(剣
る2-

0，"-，名

ま
た知

州

名

知
豚
/¥ 
名

委
周
知
県系

名

試
用
チ1'1
同

名

光
緒
十
七
年
(
一
八
九
一
〉
五
月
に
各
地
の
督
撫
が
上
奏

し
た
奏
摺
に
よ
れ
ば
、
病
死
し
た
地
方
官
は
、
道
員
二
人
、
知
府
一
人
、
知
州
一
人
、
知
豚
四
人
で
あ
り
、
病
気
で
休
養
し
た
地
方
官
は
、
道

(

3

)

 

員
一
人
、
知
府
二
人
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
も
容
易
に
想
像
が
つ
く
よ
う
に
、
官
僚
の
病
死
や
病
気
休
養
と
い
っ
た
問
題
に
射
す
る
管
理
は
、

比
較
的
頻
繁
に
行
わ
れ
る
日
常
的
な
人
事
業
務
で
あ
り
、

そ
の
貼
で
、

地
方
官
の
新
規
採
用
や
定
期
的
に
行
わ
れ
る
「
大
計
」

(
三
年
に
一
度
の

地
方
官
の
勤
務
評
定
)
と
い
っ
た
も
の
よ
り
、

地
方
官
の
人
事
制
度
や
地
方
行
政
の
貫
態
を
も
っ
と
も
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

〆

--oミ

T
し
ふ
ム
・
刀

っ
て
、
こ
の
問
題
は
、
官
僚
制
度
と
地
方
行
政
の
研
究
に
お
い
て
、
極
め
て
重
要
な
問
題
な
の
で
あ
る
。

- 32-

こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
病
死
や
病
気
休
養
の
関
係
手
績
き
を
静
的
に
捉
え
て
お
り
、

「
政
書
」
の
史
料
に
基
づ
い
て
、

ハ
4
)

き
の
基
本
的
な
部
分
の
説
明
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
、
全
容
の
解
明
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
。

ほ
と
ん
ど
そ
の
手
績

本
稿
の
課
題
は
、
関
係
手
績
き
の
復
原
に
努
め
る
こ
と
を
通
じ
て
、

不
幸
に
見
舞
わ
れ
た
地
方
官
な
い
し
そ
の
家
族
は
、
ど
の
よ
う
に
報
告

や
申
請
を
し
て
い
た
の
か
、
彼
ら
の
上
司
は
、

ど
の
よ
う
に
そ
の
報
告
や
申
請
を
慮
理
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
手
績
き
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
清
代
の
官
僚
人
事
管
理
制
度
が
、
や
問
時
の
行
政
制
度
と
の
あ
い
だ
で
、
ど
の
よ
う
な
閥
係
を
持
っ
て

い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。

以
下
、

ま
ず
病
死
や
病
気
休
養
の
関
係
手
渡
き
を
述
べ
、

つ
い
で
貧
し
い
官
僚
の
蹄
郷
へ
の
援
助
措
置
を
紹
介
し

」
れ
ら
の
問
題
に
つ
い

て
検
討
を
加
え
る
。



I 

病
死
聞
紙
と
病
気
休
養
の
関
係
手
績
き

病

死

開

紙

こ
こ
で
は
、

四
川
綿
州
直
隷
州
綿
竹
蘇
典
史
張
允
謙
の
病
死
し
た
ケ

l
ス
を
例
と
し
て
、
そ
の
手
績
き
を
検
討
し
た
い
。
ま
ず
闘
係
文
書
を

(

5

J

)

 

原
文
の
ま
ま
掲
げ
る
。

(
文
書
一
〉

援
親
供
綿
竹
豚
己
故
典
史
張
允
謙
家
丁
魯
源
今
於

興

親

供

震

報

明

病

故

事

。

貨

供

得

家

主

綿

竹

豚

典

史

張

允

謙

、

係

順

天

府

大

輿

豚

人

、

籍
。
由
監
生
於
光
緒
四
年
遅
米
摘
例
報
掴
典
史
、
指
分
四
川
試
用
。
嗣
復
遵
新
海
防
例
加
掴
新
班
先
補
用
、
十
八
年
十
月
苔
補
綿
竹
牒
典

史
、
二
十
年
三
月
初
八
日
到
任
。
五
於
三
十
二
年
八
月
初
十
日
染
患
濯
疾
、
啓
治
同
教
、
旋
於
十
三
日
在
任
病
故
。

弊
、
中
間
不
虚
。
親
供
是
賞
。

現
年
五
十
八
歳
、

原
籍
陳
西
長
安
瞬
、
民

- 33-

並
無
担
飾
違
碍
等

光
緒
三
十
二
年

月

日

(
文
書
二
〉
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具
醤
生
甘
結
劉
季
常
今
於

興
甘
結
震
報
明
病
故
事
。
寅
結
得
綿
竹
豚
典
史
張
允
謙
於
光
緒
三
十
二
年
八
月
初
十
日
染
患
濯
疾
、
瞥
治
問
致
、
旋
於
十
三
日
在
任
病
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故
。
並
無
扶
担
遼
碍
等
弊
、
中
間
不
虚
。
甘
結
是
質
。

光
緒
三
十
二
年

月

日

(
文
書
一
二
〉

署
理
綿
州
直
隷
州
綿
竹
豚
今
於

興
印
結
震
報
明
病
故
事
。
寅
結
得
卑
豚
典
史
張
允
謙
於
光
緒
三
十
二
年
八
月
初
十
日
染
患
耀
疾
、
醤
治
問
致
、
旋
於
十
三
日
在
任
病

故
。
並
無
扶
担
違
碍
等
弊
。
相
麿
加
具
印
結
。
是
寅
。

- 34ー

一
綿

竹

一

光
緒
一三
十
二
年
土
二
月
十
七
日
署
知
豚
王
桜

一
一

腕

印

一

(
文
書
四
〉

署
綿
州
直
隷
州
今
於

興
印
結
矯
報
明
病
故
事
。
依
接
結
得
署
綿
竹
豚
知
鯨
王
令
絞
結
稿
、
結
得
一
該
豚
典
史
張
允
謙
於
光
緒
三
十
二
年
八
月
初
十
日
染
患
擢

疾
、
醤
治
間
放
、
旋
於
十
三
日
在
任
病
故
。
並
無
扶
担
違
碍
等
弊
。
由
勝
結
鱒
到
州
、
相
官
服
加
具
印
結
。
是
寅
。



光
緒

之手綿

印字 1H

月
十
七
日
署
綿
州
知
州、|

柴
麟

こ
こ
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
文
書
一
、
二
、
三
、

四
は
貼
り
つ
づ
ら
れ
て
お
り
、
一
巻
を
成
し
て
い
る
。
文
書
一
と
文
書
二
、
文
書
二
と
文

書
三
と
の
紙
縫
部
分
に
そ
れ
ぞ
れ
「
綿
竹
豚
印
」
が
捺
さ
れ
、
文
書
三
の
日
付
「
三
十
二
年
」
の
と
こ
ろ
に
も
「
綿
竹
豚
印
」
が
捺
さ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
文
書
三
と
文
書
四
と
の
紙
縫
部
分
、
文
書
四
の
日
付
の
「
三
十
二
年
」
の
と
こ
ろ
に
そ
れ
ぞ
れ
「
綿
州
之
印
」
が
捺
さ
れ
て
い

る

①
{
死
亡
届
け
の
提
出
}

- 35ー

地
方
官
の
病
死
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
遺
族
や
部
下
は
「
一
果
」

死
亡
届
け
、

「
呈
」
な
ど
の
文
書
を
も
っ
て
直
属
上
司
に
報
告
す
る
。

こ
の
時
、

正
式
な

つ
ま
り
「
親
供
」
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
親
供
と
は
、
自
ら
用
件
等
を
説
明
す
る
際
に
、
し
ば
し
ば
使
わ
れ
る
文
書
で

あ
る
。
死
亡
届
け
と
し
て
の
「
親
供
」
の
中
に
は
、
死
者
の
履
歴
、
死
因
、
病
死
の
日
付
な
ど
を
明
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

先
に
移
録
し
た
文
書
一
は
、
光
緒
三
十
二
年
(
一
九
O
六
〉
八
月
十
三
日
、

順
天
府
大
輿
豚
籍
の
四
川
綿
州
綿
竹
勝
典
史
張
允
謙
が
在
任
中

に
病
死
し
、
そ
の
後
に
彼
の
家
人
魯
源
が
、
知
豚
に
提
出
し
た
親
供
で
あ
る
。

こ
の
親
供
に
よ
れ
ば
、
嘗
時
五
十
八
歳
の
綿
竹
勝
典
史
張
允
謙
は
、
光
緒
四
年
〈
一
八
七
八
)
に
典
史
の
資
格
を
掲
納
し
、

自
ら
の
希
望
に

よ
り
「
試
用
」
の
名
義
で
四
川
省
に
涯
遣
さ
れ
た
。
数
年
後
、
さ
ら
に
揖
納
を
し
て
、
光
緒
十
八
年
〈
一
八
九
二
〉
十
月
に
綿
竹
勝
典
史
に
任
命

光
緒
三
十
二
年
(
一
九
O
六
)
八
月
十
日
、
張
允
謙
は
、

さ
れ
、
二
十
年
(
一
八
九
四
)
三
月
八
日
に
着
任
し
た
。

マ
ラ
リ
ア
に
感
染
し
た
が
、

瞥
棄
の
放
な
く
、
十
三
日
に
在
任
の
ま
ま
病
死
し
た
。
親
供
の
最
後
の
部
分
で
、
こ
の
報
告
に
は
担
造
や
違
法
な
黙
は
な
く
、
す
べ
て
員
貫
で
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ゑ
7hv
、

と
誓
っ
て
い
る
。
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こ
の
親
供
を
一
裳
附
け
る
形
で
、
醤
者
の
劉
季
常
は
死
亡
謹
明
書
に
嘗
た
る
「
醤
生
甘
結
」
を
提
出
し
た
。
こ
れ
が
文
書
二
で
あ
る
。

こ
の
密
生
甘
結
は
、
先
の
親
供
の
後
牢
と
同
じ
よ
う
に
、
張
允
謙
が
い
つ
か
ら
、
何
の
病
気
に
か
か
っ
た
か
、

と
い
う
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
自
分
が
提
出
し
た
歯
生
甘
結
の
内
容
は
す
べ
て
員
寅
で

い
つ
病
死
し
た
か
、
こ
の
病

死
の
際
に
は
在
任
で
あ

っ
た
か
、

あ
る
こ
と
を
誓
っ
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
上
掲
の

一
連
の
文
書
に
は
、
直
接
燭
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
通
常
、
一
果
、
呈
、
親
供
な
ど
の
提
出
と
と
も
に
、
病
死
し
た
地
方

官
の
家
人
は
、

そ
の
地
方
官
が
生
前
に
保
管
し
て
い
た
樺
力
の
象
徴
、

つ
ま
り
官
印
あ
る
い
は
裁
記
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

光
緒
二
十
七
年
(
一
九
O
一
)
六
月
二
十
八
日
、

順
天
府
保
定
豚
知
豚
張
及
弟
が
、

下
痢
が
原
因
で
病
死
し
た
場
合
に
は
、
前
燃
の
典
史
奈
世

溶
は
、

ま
ず
知
燃
が
保
管
し
て
い
た
燃
の
官
印
を
豚
庫
に
牧
め
て
、
大
切
に
保
管
す
る
一
方
、
上
司
に
射
し
、
知
豚
病
死
の
こ
と
を
一果
を
も
っ

て
報
告
し
た
。
ま
た
、
光
緒
三
十
二
年
(
一
九
O
六
)
十

一
月
十
三
日
、

順
天
府
大
興
豚
籍
の
山
東
省
折
州
府
折
水
脈
血
ハ
史
子
光
耀
が
、
在
任

- 36ー

た
。
折
水
豚
は
、

呈
を
も
っ
て
折
水
豚
知
鯨
に
報
告
し
て
、

(
6〉

こ
れ
を
受
理
し
て
、
典
史
の
鈴
記
を
豚
庫
に
牧
め
た
の
で
あ
る
。

典
史
の
「
鈴
記
」
も
一
緒
に
知
燃
に
引
き
渡
し

の
ま
ま
病
死
し
て
い
る
が
、
彼
の
家
人
張
喜
は

②

{申
報
}

遺
族
が
提
出
し
た
親
供
と
答
者
が
提
出
し
た
甘
結
を
受
け
取

っ
た
上
司
は
、
そ
の
死
亡
の
欲
況
を
文
書
で
所
管
上
司
に
報
告
す
る
。
こ
の
手

(
7
)
 

績
き
を
「
申
報
」
と
い
う
。
典
史
張
允
謙
の
ケ
l
ス
で
は
、
知
耐
燃
は
そ
の
申
報
の
責
任
者
に
あ
た
る
。

こ
の
際
、

そ
の
申
報
者
本
人
は
、

死
者
の
家
人
や
遺
族
か
ら
提
出
さ
れ
た
親
供
、
麿
生
甘
結
な
ど
の
関
係
書
類
の
確
認
を
義
務
づ
け
ら
れ
て

い
た
。
確
認
の
結
果
と
し
て
、
彼
は
、
自
分
の
印
結
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
部
下
を
監
督
す
る
立
場
に
立
つ
地
方

官
は
、
連
帯
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

張
允
謙
の
上
司
、
審
理
綿
竹
豚
知
豚
王
絞
は
、
綿
州
直
毅
州
知
州
に
申
報
す
る
際
に
、
申
文
の
提
出
と
と
も
に
、
親
供
と
瞥
生
甘
結
に
基
づ



い
て
、
文
書
三
の
印
結
も
添
附
し
た
。

こ
の
知
燃
の
印
結
は
、
基
本
的
に
は
富
生
甘
結
の
繰
り
返
し
で
あ
る
。
ま
ず
張
允
謙
は
い
つ
か
ら
、
何
の
病
気
に
か
か
っ
て
、

ま
ま
死
亡
じ
た
か
を
述
べ
て
、
担
造
、
が
な
い
こ
と
を
保
護
し
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
以
上
の
事
責
に
つ
い
て
、
印
結
を
提
出
す
る
と
聾
明

し
て
い
る
。
こ
の
知
燃
の
印
結
は
、
張
允
謙
家
人
の
親
供
、
醤
者
の
甘
結
に
貼
り
つ
づ
ら
れ
、
そ
し
て
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
親
供

と
醤
生
甘
結
と
の
紙
縄
部
分
、
並
び
に
醤
生
甘
結
と
知
豚
と
の
紙
縫
部
分
に
、
そ
れ
ぞ
れ
「
綿
竹
豚
印
」
が
捺
印
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ

て
、
署
理
綿
竹
豚
知
豚
王
絞
は
、
ま
ず
張
允
謙
家
人
の
親
供
と
皆
生
甘
結
の
員
貫
性
を
認
め
、
典
史
は
確
か
に
病
気
で
死
亡
し
た
こ
と
を
文
書

い
つ
在
任
の

で
謹
明
し
た
の
で
あ
る
。

③
{
轄
詳
】

申
報
を
受
け
取
っ
た
上
司
は
、
詳
文
を
も
っ
て
、
関
係
書
類
を
布
政
使
ま
で
轄
迭
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
手
績
き
を
「
轄
詳
」
と
い

(

8

)

 

ぅ
。
清
代
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
詳
文
と
は
、
政
務
の
虚
理
に
つ
い
て
、
所
管
上
司
に
報
告
し
、
そ
の
指
示
を
仰
ぐ
公
文
書
の
一
種
で
あ
る
。
鱒

(

9

)

 

そ
の
指
示
を
仰
ぐ
こ
と
で
あ
る
。

- 37-

詳
と
は
、
自
分
の
権
限
で
虚
理
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
文
書
を
、
詳
文
を
も
っ
て
上
司
に
蒔
迭
し
、

張
允
謙
の
ケ
ー
ス
で
は
、
署
理
綿
州
直
隷
州
知
州
築
麟
が
そ
の
轄
詳
を
行
っ
た
。
彼
は
、

光
緒
三
十
二
年
〈
一
九
O
六
)
十
二
月
十
七
日
に

綿
竹
鯨
か
ら
提
出
さ
れ
た
上
記
の
関
係
書
類
を
、
文
書
を
も
っ
て
四
川
布
政
使
可
に
轄
迭
し
、

そ
の
際
宍
綿
竹
豚
の
所
管
上
司
と
し
て
自
分

の
印
結
も
添
附
し
た
。
こ
れ
が
文
書
四
で
あ
る
。

直
隷
州
知
州
の
印
結
に
は
、

ま
ず
知
豚
の
印
結
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
、
そ
し
て
、
知
蘇
の
印
結
を
受
け
て
、
自
ら
の
印
結
を
提
出
す
る
と
記

す
。
直
隷
州
知
州
本
人
は
、
こ
の
印
結
を
提
出
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
部
下
等
か
ら
提
出
さ
れ
た
文
書
の
有
数
性
を
認
め
、
同
時
に
連
帯
責
任
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を
負
う
こ
と
を
上
司
に
劃
し
て
示
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
直
隷
州
知
州
の
印
結
は
、
懸
の
文
書
に
貼
り
つ
づ
ら
れ
、
紙
縫
部
分
に
「
綿
州
之

印
」
が
捺
印
じ
て
あ
る
。
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④
{
布
政
使
に
よ
る
彪
理
原
案
の
作
成
}

部
下
か
ら
轄
詳
さ
れ
た
親
供
、
瞥
生
甘
結
、
印
結
が
届
く
と
、
布
政
使
は
い
よ
い
よ
庭
理
原
案
の
作
成
に
入
る
。
た
と
え
ば
、
先
に
掲
げ
た

綿
竹
燃
典
史
張
允
謙
の
ケ
l
ス
で
は
、

異
」
と
確
認
し
た
。
さ
ら
に
、
彼
は
、

四
川
省
布
政
使
許
酒
度
は
、
署
理
綿
州
直
隷
州
知
州
築
麟
か
ら
轄
詳
さ
れ
た
書
類
を
審
査
し
て
、

無

四
川
総
督
に
封
し
、
聞
紙
を
了
承
す
る
た
め
の
苔
文
を
吏
部
と
順
天
府
に
向
け
て
出
す
べ
き
で
あ
る
、

(

m

)

 

と
い
う
慮
理
原
案
を
詳
文
を
も
っ
て
提
出
し
た
。

こ
の
際
、
布
政
使
は
自
分
の
と
こ
ろ
ま
で
届
け
ら
れ
て
き
た
書
類
に
不
備
が
な
い
か
チ
ェ
ッ
ク
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
無
論
、
燃
や
府
に

お
い
て
も
不
備
に
は
焦
が
つ
く
で
あ
ろ
う
が
、
部
下
に
書
類
の
訂
正
・
追
加
を
命
じ
る
権
限
は
な
か
っ
た
。
従
っ
て
事
賃
上
、

そ
の
不
備
を
指

摘
し
て
訂
正
を
命
じ
る
、

ま
た
は
追
加
さ
せ
る
よ
う
上
司
に
報
告
す
る
の
は
布
政
使
の
専
管
事
項
で
あ
っ
た
。

光
緒
三
十
年
(
一
九
O
四
)
十

二
月
十
二
日
、
新
任
四
川
省
鉄
豚
知
鯨
の
陳
源
遜
は
赴
任
の
直
前
に
省
都
の
成
都
で
病
死
し
た
が
、
成
都
蘇
知
燃
は
彼
の
病
死
を
最
初
に
報
告

す
る
際
に
、
遺
族
の
親
供
と
醤
生
甘
結
を
提
出
し
な
か
っ
た
。
布
政
使
許
酒
度
は
、
開
快
手
績
き
を
取
る
一
方
で
、
書
類
の
追
加
も
命
じ
る
べ

(

日

)

き
と
い
う
内
容
の
彪
理
原
案
を
ま
と
め
て
、
詳
文
を
四
川
総
督
錫
良
に
提
出
し
た
。
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⑤
{
題
容
}

地
方
の
総
督
あ
る
い
は
巡
撫
は
、
布
政
使
の
作
成
し
た
原
案
に
基
づ
い
て
地
方
官
の
死
亡
を
皇
帝
や
闘
係
官
聴
に
報
告
す
る
。
こ
れ
が
題
苔

(

ロ

〉

で
あ
る
。
題
と
は
、
地
方
の
督
撫
が
皇
一
帝
に
政
務
を
報
告
し
、
指
示
を
仰
ぐ
時
に
使
用
す
る
題
本
を
指
し
、

容
と
は

上
級
官
膳
(
中
央
官
廓

で
は
各
部
院
以
上
、
地
方
で
は
道
以
上
〉
の
聞
で
、
相
手
の
了
承
を
得
る
た
め
に
使
わ
れ
る
卒
行
文
書
で
あ
る
。

地
方
官
の
病
死
に
劃
す
る
題
容
の
使
用
は
、
病
死
し
た
地
方
官
の
官
職
に
よ
っ
て
分
類
で
き
る
。
正
印
官
の
場
合
は
、
香
文
で
吏
部
と
死
者

光
緒
三
十
二
年
(
一
九
O
六
〉
八
月
十

の
本
籍
の
督
撫
に
知
ら
せ
る
ほ
か
、
題
本
あ
る
い
は
奏
摺
で
皇
一
帝
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

目
、
雲
南
省
総
勘
豚
知
燃
の
劉
昌
仁
が
在
任
中
に
病
死
し
た
際
、
雲
貴
総
督
兼
管
雲
南
巡
撫
の
丁
振
鐸
は
、
九
月
二
十
六
日
、

こ
の
こ
と
を
奏



(

日

)

摺
で
皇
一
一
帝
に
報
告
し
て
い
る
。
こ
の
奏
摺
は
、
皇
帝
の
了
承
を
得
た
あ
と
、
吏
部
に
迭
ら
れ
た
。

雲
貴
線
督
兼
管
雲
南
巡
撫
事
調
補
間
前
線
督
臣
丁
振
鐸
脆

奏
震
知
懸
因
病
出
依
日
期
恭
摺
仰
祈

聖
豊
事
。
嬬
査
雲
南
禄
勤
牒
知
牒
劉
昌
仁
、
四
川
長
寧
懸

人
、
由
準
土
師
周
知
鯨
、
摘
指
雲
南
、
准
補
職
勧
鯨
知

豚
。
葱
於
光
緒
三
十
二
年
八
月
十
一
日
在
任
病
故
、

援
雲
南
布
政
使
劉
春
震
詳
請
具

奏
聞
紙
前
来
。
臣
覆
査
無
異
、
所
遺
稼
動
豚
知
豚
選
紙
、

濃
省
現
有
藤
補
人
員
、
鷹
請
拘
留
外
補
。
除
容
部
査

照
外
、
理
合

恭
摺
具
陳
、
伏
乞

皇
太
后
向

皇
上
聖
豊
敷
部
査
照
開
依
、
該
覆
施
行
。
謹

奏

〔
吏
部
知
道
〕

光
緒
三
十
二
年
九
月

二
十
六

日
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こ
の
奏
摺
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
病
死
し
た
正
印
官
の
履
歴
や
病
死
の
日
付
を
報
告
す
る
一
方
、
後
任
者
の
選
任
方
法
、
つ
ま
り
外
補
制
を

適
用
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
意
見
を
上
書
す
る
。
ま
た
、
正
印
官
病
死
の
報
告
と
と
も
に
、
別
の
文
書
で
臨
時
代
理
者
の
指
名
に
つ
い
て
も

報
告
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
光
緒
三
十
二
年
(
一
九
O
六
〉
九
月
二
十
二
日
、
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新
彊
都
善
問
桝
知
豚
羅
正
湘
は
在
任
中
に
病
死
し
た
が
、
十
一
月
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九
日
、
甘
粛
新
彊
巡
撫
聯
魁
は
奏
摺
で
こ
れ
を
報
告
す
る
一
方
、
歓
員
と
な
っ
て
い
る
都
議
回
豚
知
燃
の
臨
時
代
理
に
あ
た
っ
て
、
す
で
に
候
補

(

U

)

 

直
隷
州
知
州
陳
光
燥
を
指
名
し
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
奏
摺
の
附
片
の
か
た
ち
で
皇
帝
に
報
告
し
た
例
が
見
ら
れ
る
。

こ
れ
に
封
し
、

正
印
官
以
外
の
地
方
官
の
場
合
は
、
容
文
で
吏
部
と
死
者
の
本
籍
の
督
撫
に
知
ら
せ
る
だ
け
で
、
皇
一帝
の
指
示
を
仰
ぐ
必
要

四
川
総
督
は
、
布
政
使
が
詳
文
を
も
っ
て
提
出
し
た
慮
理
原
案
を
認
め

(
日
M
V

て
、
吏
部
と
死
者
の
本
籍
の
順
天
府
に
封
し
、

容
文
を
出
す
に
と
ど
ま

っ
て
レ

る。

は
な
か
っ
た
。
す
で
に
奉
げ
た
綿
竹
勝
典
史
張
允
謙
の
ケ
l
ス
で
は
、

さ
て
、
中
央
吏
部
は
、
地
方
督
撫
か
ら
の
容
文
を
受
け
取
る
と
、
こ
の
苔
文
が
提
出
さ
れ
た
日
を
も

っ
て
、
そ
の
ポ
ス
ト
を
聞
紙
、

ま
た
、
死
者
本
籍
の
督
撫
(
順
天
府
・
奉
天
府
は
府
予
〉
は
そ
の
苔
文
を
受
け
取

っ
て
か
ら
、
死
者
の
本
籍
の
州
蘇
に
札
を
も

っ

つ
ま
り

紋
員
と
す
る
。

て
知
ら
せ
る
。
光
緒
三
十
一
年

(
一
九
O
五
)
四
月
二
十
七
日
、
庚
西
省
卒
繁
府
鍾
山
通
判
越
光
第
が
在
中
に
病
死
し
た
際
、

七
月
十
六
日
、
贋

西
巡
撫
は
、

そ
れ
を
知
ら
せ
る
苔
文
を
出
し、

- 40ー

八
月
二
十
一
日
に
順
天
府
に
到
着
し
た
。
順
天
府
府
予
は
、

た
だ
ち
に
手
緩
き
に
入

っ
て、

/¥ 

月
二
十
二
日
に
「
護
房
」
、
二
十
三
日
に
「
迭
稿
」
、

二
十
四
日
に
「
判
迭
」
と

「
該
班
」
を
鰹
て
、
越
光
第
の
本
籍
の
武
清
豚
に
知
ら
せ
る
札

(
日
山
)

文
を
作
成
し
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
州
勝
地
方
官
の
病
死
申
報
手
緩
き
は
主
に
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

*

本

遺
族
|
(
死
亡
届
け
の
提
出
)
↓
直
属
上
司
|
(
申
報
)
↓
他
の
上
司
|
(
鴇
詳
)
↓
布
政
使
|
(
慮
理
原
案
の
作
成
)
↓
総
督
や
巡
撫
|
(
題

容
)
↓
皇
帝
や
吏
部

*
「
直
属
上
司
」
と
は
、
死
亡
し
た
地
方
官
を
直
接
管
制
閉
す
る
立
場
に
あ
る
者
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
典
史
の
場
合
は
「
直
嵐
上
司
」
が
知
燃
で
あ
り
、
「
他

の
上
司
」
と
は
知
府
や
直
毅
州
知
州
や
道
員
で
あ
る
。
知
豚
の
場
合
は
、
「
直
属
上
司
」
が
知
府
か
直
隷
州
知
州
で
あ
り
、
「
他
の
上
司
」
が
道
員
で
あ

る。

以
上
、
病
死
開
歓
の
手
績
き
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
衣
に
、

「
告
病
」
の
手
績
き
を
検
討
し
よ
う。



病

気

休

養

1 

告

病

告
病
と
は
、
病
気
休
養
の
制
度
で
あ
る
。
以
下
、
地
方
の
正
印
官
の
告
病
手
績
き
を
順
衣
検
討
し
て
ゆ
く
。

①
{
告
病
申
請
}

清
代
、
地
方
官
は
病
気
を
患
っ
て
、
離
任
し
て
調
理
(
治
療
や
休
養
)
を
希
望
す
る
場
合
、
詳
文
を
も
っ
て
申
請
し
た
。
そ
の
提
出
先
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
直
属
上
司
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
州
勝
地
方
官
の
告
病
申
請
の
提
出
先
は
、
府
あ
る
い
は
直
隷
州
で
あ
る
し
、
知
府
の
告
病
申
請
の

(

口

)

提
出
先
は
分
守
道
や
分
巡
道
の
遁
員
で
あ
る
。

- 41ー

薙
正
九
年
(
一
七
三
一
〉
の
夏
頃
、

(

団

)

し
た
。

難
病
を
患
っ
た
雲
南
省
雲
南
府
嵩
明
州
知
州
蘇
瞭
は
、
衣
の
よ
う
な
詳
文
を
も
っ
て
離
任
治
療
を
申
請

査
す
る
に
、
知
州
と
い
う
官
職
は
、
地
方
に
闘
す
る
責
任
を
任
さ
れ
て
お
り
、

た
よ
り
と
す
る
身
瞳
が
強
健
で
あ
っ
て
、
始
め
て
公
務
に

薙
正
五
年
に
雲
南
省
に
着
い
た
後
に
は
、

た
。
薙
正
七
年
(
一
七
二
九
)
、
曲
靖
逼
剣
の
任
内
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
チ
フ
ス
の
病
気
を
患
っ
て
、
数
カ
月
か
か
っ
て
、
や
っ
と
癒
え

た
。
昨
年
五
月
、
ま
た
脇
痛
を
患
っ
た
。
今
年
の
七
月
に
は
、
持
病
が
再
設
し
、
そ
の
上
風
邪
に
よ
り
悪
寒
・
護
熱
が
ひ
ど
く
な
り
、
右

い
ま
薬
を
飲
ん
で
、
風
邪
も
衣
第
に
治
つ
て
は
来
て
い
る
が
、
手
足
の
し
び
れ
は
旦
夕
に
治
す

専
念
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

リ
山
令
白
血
、

1
t
 
以
前
よ
り
失
血
の
症
を
患
っ
て
お
り
、

二
度
も
再
裂
し

手
は
し
び
れ
、
右
足
は
だ
る
く
て
痛
む
。
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こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
思
う
に
、
私
は
今
年
四
十
二
歳
、
ま
さ
に
園
家
の
た
め
に
意
力
す
べ
き
で
あ
り
、
ど
う
し
て
安
楽
を
む

さ
ぼ
り
な
ど
し
よ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
病
肢
は
ま
す
ま
す
深
刻
で
あ
り
、
短
期
間
で
は
癒
し
難
い
。
そ
れ
に
、
嵩
明
州
は
事
務
が
繁
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劇
で
あ
る
の
で
、
病
気
の
官
僚
が
休
養
し
な
が
ら
、
公
務
を
と
る
こ
と
な
ど
無
理
で
あ
る
。
も
し
ぐ
ず
ぐ
ず
と
職
に
執
着
す
れ
ば
、
恐
ら

く
地
方
に
悪
い
影
響
を
興
え
、
問
わ
れ
る
罪
は
軽
く
は
あ
る
ま
い
。
ま
さ
に
具
詳
し
て
、
伏
し
て
術
賜
を
も
っ
て
、
韓
請
し
て
、
解
任
し

て
本
籍
に
蹄
っ
て
療
養
で
き
る
よ
う
具
題
さ
れ
ん
こ
と
を
祈
る
。
病
気
が
快
復
す
る
日
を
待
っ
て
、
さ
ら
に
犬
馬
の
第
を
蓋
し
、
も
っ
て

自
主
一
帝
の
思
に
少
し
で
も
報
い
た
い
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
告
病
の
一
果
文
は
、
主
に
任
地
の
公
務
が
如
何
に
煩
雑
か
、
自
分
の
病
朕
は
如
何
に
そ
の
煩
雑
な
公
務
に
耐
え
得
な
い
か
な

ど
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
な
文
書
は
、
申
請
者
の
意
思
を
確
認
し
た
り
謹
擦
に
な
る
も
の
と
し
て
、
極
め
て
重

要
で
あ
る
だ
ろ
う
。

ど
の
よ
う
な
病
気
・
病
状
の
場
合
に
離
任
治
療
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
は
、
制
度
上
は
っ
き
り
決
ま
つ

つ
ま
り
、
告
病
す
る
か
ど
う
か
は
、
そ
の
本
人
の
剣
断
に
任
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
告
病
を
せ
ず
、

公
務
に
支
障
を
興
え
た
地
方
官
に
劃
し
て
は
、
三
年
に
一
度
行
わ
れ
る
「
大
計
」
の
際
に
、
罪
や
責
任
を
問
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
清
代
で

「
大
計
」
に
あ
た
っ
て
、

と
こ
ろ
が
、

地
方
官
は
、

て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。
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t土

明
代
の
制
度
を
縫
承
し
、

「
四
格
」

(
才
、
守
、
政
、
年
)
と
「
六
法
」

(
不
護
、
罷
軟
無
力
、
浮
燥
、
才
力
不
及
、

年
老
、
有
疾
)
と
い
う
基
準
で
官
僚
の
業
績
を
評
定
す
る
。

「
休
致
」
あ
る
い
は
「
降
任
」
に
慮
さ
れ

そ
こ
で
「
有
疾
」
と
認
定
さ
れ
れ
ば
、

る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
贋
東
省
呉
川
勝
知
豚
陶
揖
は
、
同
治
五
年
(
一
八
六
六
)
に
行
わ
れ
た
地
方
官
の
大
計
で
「
瞳
弱
多
病
」
と
さ

ハ
四
)

(
底
分
決
定
〉
で
豚
丞
降
任
の
慮
分
を
受
け
て
い
る
。

れ
、
翌
六
年
(
一
八
六
七
〉
に
行
わ
れ
た
「
車
別
」

②

{
申
報
・
轄
詳
}

告
病
申
請
が
届
く
と
、
申
請
者
の
直
属
上
司
は
、
更
に
上
司
に
針
し
文
書
で
申
報
を
し
、
そ
の
上
司
は
申
報
を
受
け
取
っ
て
か
ら
、

さ
ら
に

関
係
街
門
を
順
衣
通
じ
て
布
政
使
ま
で
轄
詳
す
る
。

た
と
え
ば
、

道
員
は
受
け
取
っ
た
知
府
の
告
病
申
請
を
布
政
使
に
轄
迭
す
る
こ
と
に
な

る



③
{
聞
紙
申
請
・
験
看
】

原
則
と
し
て
次
の
作
業
に
着
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

布
政
使
は
轄
詳
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
菓
で
直
接
告
病
申
請
を
受
け
取
っ
た
日
か
ら
、

い
。
そ
れ
は
開
依
と
験
看
の
手
績
き
で
あ
る
。

規
定
に
よ
れ
ば
、
告
病
申
請
が
届
く
と
、
布
政
使
は
詳
文
を
も
っ
て
総
督
や
巡
撫
に
封
し
、
「
題
春
闘
絞
」
を
要
請
す
る
一
方
、
申
請
者
の

病
肢
を
確
認
す
る
験
看
を
も
命
じ
る
。
こ
の
験
看
は
、
二
回
に
わ
た
っ
て
貫
施
さ
れ
る
作
業
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
布
政
使
か
ら
涯
遣
さ
れ
る
者

に
よ
る
験
看
と
、
告
病
申
請
者
の
「
一
該
管
上
司
」
に
よ
る
験
看
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
布
政
使
の
指
示
で
行
わ
れ
る
験
看
を
紹
介
し
た
い
。

布
政
使
は
、
選
ら
れ
た
文
書
を
受
け
取
っ
た
あ
と
、
そ
の
申
請
者
と
如
何
な
る
つ
な
が
り
も
な
い
者
〈
本
籍
も
任
官
地
も
這
う
者
)
を
涯
遣
し

て
、
申
請
者
の
病
肢
を
確
認
さ
せ
、
そ
の
確
認
者
に
封
し
、
申
請
者
の
病
肢
を
誼
明
す
る
印
結
の
提
出
を
求
め
る
。
先
に
紹
介
し
た
雲
南
省
雲

ま
た
、

光
緒
三
十
一
年
(
一
九
O
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南
府
嵩
明
州
知
州
蘇
瞭
の
ケ
l
ス
で
は
、
雲
南
省
布
政
使
は
激
江
府
逼
剣
楊
文
法
に
験
看
を
さ
せ
て
い
る
。

五
〉
、
奉
天
鍛
嶺
蘇
典
史
郭
賓
恕
が
告
病
し
た
際
に
は
、
奉
天
府
は
、
開
原
豚
知
豚
陶
庭
潤
に
劉
し
、
郭
氏
の
病
肢
を
確
認
す
る
よ
う
に
と
命

じ
て
お
り
、
陶
鷹
潤
は
、
奉
天
府
の
札
を
奉
じ
て
、
鎮
嶺
鯨
に
出
向
き
、
郭
氏
の
病
肢
を
確
認
し
た
。

(

却

)

は
、
奉
天
府
に
以
下
の
よ
う
な
印
結
を
提
出
し
て
い
る
。

そ
の
確
認
の
結
果
と
し
て
、

陶
鷹
潤

奉
天
府
開
原
蘇
今
於

輿
印
結
事
。
依
奉
結
得
、
卑
蘇
遵
札
前
来
織
嶺
腕
肺
査
験
、
典
史
郭
賓
恕
委
係
由
外
感
燭
設
宿
疾
、
哨
撤
耳
盤
、

不
癒
、
並
無
担
飾
規
避
情
事
。

/
賂
来
病
産
、
堪
以
起
用
。
理
合
加
具
印
結
。
是
賞
。

一
関

原

一

光
盤
三
十
一
年
五
一
月
十
二
日
知
豚
陶
腔
潤

一
豚

印

一

日
久
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こ
の
「
印
結
」
は
、
告
病
者
の
病
肢
を
確
か
め
る
一
方
、
こ
の
告
病
者
は
将
来
の
起
用
に
堪
え
る
、
と
い
う
こ
と
を
誼
明
す
る
重
要
な
文
書
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で
あ
る
。
と
同
時
に
、
こ
の
「
印
結
」
の
提
出
に
よ
っ
て
、
そ
の
験
看
者
は
、
連
帯
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
っ
た
。
な
お
、
布
政
使
の
命
令
に

(
幻
)

一
部
の
省
で
は
明
確
な
規
定
が
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

よ
る
験
看
の
時
期

・
期
限
に
つ
い
て
は
、

布
政
使
は
、
験
看
を
行
う
一
方
、
告
病
申
請
者
の
一
該
管
上
司
に
劃
し
、

「
牧
印
」
と
「
乗
掻
」
を
命
じ
る
。
そ
の
該
管
上
司
は
、
こ
れ
を
奉

じ
て
、
申
請
者
の
持
つ
官
印
を
回
牧
し
、
そ
の
職
務
を
一
時
兼
務
す
る
。
こ
の
ほ
か
、

一
該
管
上
司
は
病
気
に
か
か
っ
た
嘗
該
部
下
の
病
肢
を
確

認
し
て
、
自
ら
の
印
結
と
醤
生
甘
結
を
添
附
し
た
上
で
そ
の
病
状
を
上
官
に
報
告
し
、

将
来
の
起
用
の
た
め
の
「
考
語
」
、

つ
ま
り
そ
の
部
下

の
勤
務
評
定
も

一
緒
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ち
な
み
に
、

(

幻

)

あ
る
い
は
直
毅
州
知
州
が
そ
の
「
該
管
上
司
」
に
あ
た
る
。

『
大
清
舎
典
事
例
』
に
よ
れ
ば
、
州
勝
地
方
官
告
病
の
場
合
、
知
府

④

{布
政
使
に
よ
る
慮
理
原
案
の
作
成
}
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『
欽
定
六
部
慮
分
則
例
』
に
よ
れ
ば
、
地
方
の
正
印
官
の
告
病
申
請
を
慮
理
す
る
原
案
の
作
成
は
、
布
政
使
の
専
管
事
項
で
あ
る
。
こ
の
た

め
、
上
述
の
二
つ
の
「
験
看
」
の
結
果
が
と
も
に
報
告
さ
れ
る
と
、

布
政
使
は

一
定
の
時
間
内
に
慮
理
原
案
を
ま
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ
。
一
隅
建
省
に
は
、
験
看
の
結
果
が
届
い
て
か
ら
五
日
以
内
に
、
布
政
使
は
慮
理
策
を
ま
と
め
て
、
文
書
で
督
撫
に
報
告
す
る
、
と
い
う
規
定

(
お
)

が
設
け
ら
れ
て
い
た
。

布
政
使
は
、
自
ら
涯
遣
し
た
人
か
ら
提
出
さ
れ
た
駿
看
結
果
と
告
病
申
請
者
の
一
該
管
上
司
か
ら
提
出
さ
れ
た
考
語
な
ど
に
基
づ
い
て
、
/、F

t、
務

に
耐
え
ら
れ
な
い
と
判
断
す
れ
ば
、
開
郷
を
許
可
す
る
か
、
省
都
で
の
治
療
休
養
を
命
じ
る
か
を
決
定
す
る
。
先
の
雲
南
省
嵩
明
州
知
州
蘇
瞭

の
告
病
の
ケ
1

ス
で
は
、
雲
南
省
布
政
使
嘉
森
は
、
験
看
を
し
た
楊
文
法
か
ら
提
出
さ
れ
た
病
肢
を
誼
明
す
る
閲
係
書
類
を
受
け
取
っ
て
か

(

M

)

 

ら
、
決
の
慮
理
一
意
見
を
ま
と
め
た
。

現
在
の
嵩
明
州
知
州
蘇
瞭
の
詳
文
に
よ
れ
ば
、
い
ま
持
病
が
再
設
し
、
手
足
が
し
び
れ
、
旦
夕
に
治
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
。
彼
の

申
請
を
批
准
し
、
解
任
回
籍
し
て
調
理
す
る
こ
と
を
許
す
の
が
よ
か
ろ
う
。

た
だ
、
蘇
瞭
は
人
と
し
て
誠
貫
で
あ
り
、
公
務
に
も
壷
力
し



た
。
少
数
民
族
の
反
慌
に
あ
た
っ
て
、
自
ら
糧
米
を
督
運
し
て
、
困
難
を
避
け
ず
、
東
川
へ
の
運
搬
を
果
た
し
た
。
い
ま
、
病
気
を
患
一っ

て
、
い
ま
だ
治
癒
し
な
い
た
め
に
、
具
題
を
し
て
解
任
の
上
、
本
籍
に
戻
り
休
養
す
る
こ
と
を
請
い
、
回
復
の
日
を
待
っ
て
、
な
お
雲
南

省
に
戻
し
、
適
任
の
ポ
ス
ト
が
あ
れ
ば
、
別
に
題
補
さ
れ
ん
こ
と
を
求
め
る
。

地
方
官
人
事
の
最
終
決
定
擢
を
持
た
な
い
布
政
使
は
、
験
看
の
結
果
が
届
き
次
第
、
詳
文
を
も
っ
て
、
作
成
済
み
の
慮
理
原
案
に
、
申
請
用

の
告
病
文
書
、
確
認
者
の
印
結
、
該
管
上
司
の
考
語
な
ど
を
添
附
し
て
、
督
撫
に
、
迭
っ
て
認
可
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
離
任
手
績
き
の
な
か
で
、
布
政
使
に
よ
る
原
案
の
作
成
は
非
常
に
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
布
政
使
は
、

部
下
か
ら
上
申
さ
れ
て
き
た
書
類
を
審
議
し
、
針
策
の
原
案
を
作
り
、
督
撫
の
最
終
承
認
を
取
り
付
け
る
役
割
ま
で
捲
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

清
代
、
布
政
使
は
、
地
方
督
撫
の
も
と
で
民
政
や
財
政
を
携
検
問
し
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、

ず
、
省
内
の
地
方
官
の
人
事
行
政
に
つ
い
て
も
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

以
上
か
ら
、

布
政
使
は
民
政
や
財
政
に
と
ど
ま
ら
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⑤
{
題
苔
]

清
代
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
総
督
や
巡
撫
は
道
府
麗
州
懸
の
官
僚
の
告
病
に
劃
し
て
は
、
題
本
や
奏
摺
を
も
っ
て
皇
帝
に
報
告
し
、
州
の
同
知

(

お

)

以
下
の
地
方
官
の
告
病
に
劃
し
て
は
、
苔
文
を
も
っ
て
吏
部
に
通
知
す
る
。
こ
の
題
杏
は
、
験
看
を
行
う
前
の
布
政
使
の
詳
文
に
基
づ
く
も
の

つ
ま
り
、
告
病
者
が
道
府
鹿
州
燃
の
官
僚
の
場
合
に
は
、
皇
帝
に
劃
し
、
と
り
あ
え
ず
題
本
や
奏
摺
を
も
っ
て
聞
紙
を
報
告
し
て
、

後
任
者
の
選
任
に
闘
す
る
要
望
(
外
補
制
の
適
用
か
吏
部
の
鐙
選
か
)
を
申
し
述
べ
る
。

で
あ
る
。

そ
し
て
、

の
ち
に
慮
理
原
案
と
験
看
の
関
係
書
類
(
印

結
、
密
生
甘
結
、
考
語
)
、
が
布
政
使
か
ら
、
逸
ら
れ
て
く
る
と
、
容
文
を
も
っ
て
吏
部
に
轄
迭
し
た
の
で
あ
る
。

吏
部
は
皇
帝
一
の
論
旨
に
し
た
が
っ
て
、

そ
の
申
請
を
正
式
に
許
可
す
る
「
部
覆
」
を
線
督
、
巡
撫
に
交
付
し
、
総
督
、
巡
撫
は
、
部
覆
に
し

(

お

)

た
が
っ
て
、
自
ら
の
容
文
を
申
請
者
に
交
付
す
る
。
こ
こ
ま
で
き
て
、
申
請
者
本
人
は
、
よ
う
や
く
離
任
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
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う
な
手
績
き
は
、
乾
隆
元
年
(
一
主
三
ハ
〉
に
や
や
幾
更
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

督
撫
は
、
告
病
し
た
知
府
以
下
の
地
方
官
の
病
朕
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を
確
認
し
て
、
題
本
を
提
出
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
地
方
官
に
催
促
し
「
組
手
倉
庫
銭
糧
一
切
案
件
」
を
引
き
繕
ぎ
さ
せ
る
。
こ
の
引
き
繕
ぎ

が
終
わ
っ
て
「
清
楚
」
と
確
認
す
れ
ば

部
覆
を
待
た
ず
に
苔
文
を
交
付
し
、

(

幻

)

れ
、
離
任
許
可
を
待
つ
時
聞
が
短
縮
さ
れ
、
州
豚
地
方
官
の
告
病
手
績
き
の
簡
素
化
が
圃
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

地
方
督
撫
は
、

回
籍
さ
せ
る
こ
と
と
さ

そ
の
官
僚
に
射
し
、

以
上
よ
り
、
州
勝
地
方
官
の
告
病
手
績
き
は
衣
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

州
豚
地
方
官

l
(告
病
〉
↓
知
府
|
(
申
報
)
↓
道
員

1
(縛
詳
)
↓
布
政
使

l
(開
飲
申
請
)
↓
総
督
・
巡
撫
|
(
題
容
)
↓
皇
一帝
・
吏
部

一|
|
(
整
担
・
印
結
等
の
提
出
)

一

2 

起
病
制
度
の
復
活

起
病
は
、
病
気
が
治

っ
た
官
僚
が
職
務
に
復
蹄
す
る
手
績
き
で
あ
る
。
清
代
で
は
、
休
職
し
た
者
の
復
職
に
つ
い
て
、

- 46ー

ま
ず
そ
の
本
人
が
白

ら
復
職
を
申
請
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

そ
の
申
請
が
認
め
ら
れ
れ
ば

離
任
前
の
官
職
あ
る
い
は
そ
れ
に
相
蛍
す
る
官
職
に
再
任
命
さ

れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
離
任
前
の
省
に
赴
任
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

し
か
し
、
前
代
の
明
代
で
は
、
こ
の
よ
う
な
地
方
官
の
起
病
は
、
巌
し
く
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
清
初
ま
で
こ
れ
が
踏
襲
さ
れ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
明
代
洪
武
年
開
(
一
三
六
八
二
二
九
八
)
、
朱
元
軍
は
、
地
方
官
の
病
気
に
よ
る
離
職
休
養
に
封
し
、

職
務
に
と
ど
ま
る
か
、

「
在
外
の
大
小
官
員
は
、
養
病
を

許
さ
ず
」
と
の
禁
令
を
出
し
て
お
り
、

病
気
に
か
か
っ
た
地
方
官
に
と
っ
て
は

官
職
を
や
め
る
か
と
い
う
こ
つ
の

選
揮
肢
し
か
な
か
っ
た
。
高
暦
三
年
(
一
五
七
五
)
、

離
職
休
養
を
申
請
し
た
者
に
劃
し
て
も
、
所
管
官
聴
は
、
法
例
に
照
ら
し
て
審
査
し
た
結

果
、
致
仕
の
か
た
ち
で
退
職
さ
せ
る
と
い
う
規
定
が
重
ね
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
地
方
官
が
離
任
治
療
の
制
度
を
悪
用
す
る
こ
と
を

ハ
お
〉

防
ぐ
措
置
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
清
代
初
期
ま
で
、
こ
の
規
定
は
縫
承
さ
れ
て
お
り
、

『
(
康
田
川
〉
大
清
曾
典
』
は
、

官
員
は
病
気
に
か
か
れ
ば
、
解
任
厨
郷
し
て
治
療
す
る
こ
と
を
許
す
。
病
気
が
治
っ
た
日
に
、
中
央
の
官
員
は
元
の
ポ
ス
ト
に
復
蹄
さ
せ



る
や
か
、
地
方
官
は
ふ
た
た
び
起
用
し
な
い
。
規
避
を
防
ぐ
た
め
で
あ
る
。

(
m
U
)
 

と
記
し
て
い
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
地
方
督
撫
は
、
地
方
官
か
ら
病
気
治
療
の
理
由
で
鯖
郷
を
願
う
旨
の
申
請
を
受
け
取
る
と
、
査
験
を

そ
の
地
方
官
の
離
任
許
可
を
申
請
し
た
。
こ
の
申
請
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
そ
の
地

行
い
、
病
肢
を
確
認
す
れ
ば
、
皇
帝
に
題
本
を
提
出
し
て
、

方
官
は
休
致
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
将
来
、
病
気
が
回
復
し
て
も
、
起
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

い
い
か
え
れ
ば
、
地

方
官
に
と
っ
て
、
病
気
で
の
離
任
は
、
仕
途
を
打
ち
切
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
封
し
、
康
配
照
…
年
開
(
一
二
+
六
さ
ハ
公
占
六
さ
ハ
つ
二
|
一
七
二
二
〉
か
ら
、

い
つ
た
。
康
照
十
二
年
(
一
六
七
一
二
)
、

こ
の
規
定
を
改
め
、

地
方
官
の
起
病
を
承
認
す
る
方
向
に
、
事
態
は
進
展
し
て

人
材
確
保
の
た
め
、
告
病
し
た
地
方
官
の
う
ち
「
堪
用
人
材
」
が
あ
れ
ば
、
地
方
督
撫
は
保
奏
し
推
薦

(

ω

)

 

す
る
よ
う
に
、
と
い
う
内
容
の
上
識
が
出
さ
れ
、
こ
れ
以
降
、
推
薦
に
よ
る
起
用
の
方
法
は
、
ケ
ー
ス
・
パ
イ
・
ケ
l
ス
の
か
た
ち
で
薙
正
五

年
(
一
七
二
七
〉
ま
で
断
績
的
に
行
わ
れ
る
。
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ハ
況
)

つ
い
で
抱
強
正
一
帝
の
も
と
で
、
務
正
五
年
(
一
七
二
七
〉
に
は
、
さ
ら
な
る
政
策
の
轄
換
に
踏
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。

今
後
、
地
方
官
の
告
病
に
あ
た
っ
て
、
督
撫
は
病
肢
を
確
認
し
た
上
で
、
題
本
を
も
っ
て
報
告
し
、
告
病
者
を
鯖
郷
さ
せ
、
回
復
ま
で
治

療
す
る
こ
と
を
許
す
。
自
ら
職
務
復
掃
を
願
う
者
が
あ
れ
ば
、
本
籍
よ
り
文
書
を
護
行
し
、
吏
部
に
赴
い
て
引
見
を
し
、
そ
の
ま
ま
元
の

ポ
ス
ト
に
補
用
す
る
。
こ
う
す
れ
ば
、
規
避
の
き
っ
か
け
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
、
人
材
の
浪
費
を
致
さ
な
い
だ
ろ
う
。

起
病
を
希
望
す
る
者
に
謝
し
て
、
引
見
を
し
っ
か
り
と
行
っ
た
上
で
、
再
起
用
す
る
こ
と
で
、
規
避
を
防
止
す
る
の
と
同
時
に
、
人
材
確
保

の
道
を
開
く
こ
と
を
目
指
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
政
策
轄
換
に
よ
っ
て
、
病
気
に
か
か
っ
た
地
方
官
は
、
病
気
が
治
る
ま
で
離
任
し
て
治
療

す
る
こ
と
が
制
度
上
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

務
正
年
間
(
一
七
二
=
了
一
七
三
五
)
以
後
、
こ
の
制
度
は
大
き
な
出
演
化
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
清
末
ま
で
維
持
さ
れ
て
い
く
。
光
緒
四
年
(
一
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八
七
八
〉
に
告
病
し
て
鋳
郷
し
た
前
任
甘
粛
省
清
水
鯨
知
蘇
高
蔚
震
は
、
病
産
え
た
翌
五
年
(
一
八
七
九
〉
正
月
に
起
病
申
請
の
菓
を
湖
南
巡
撫

部
亨
議
に
提
出
し
た
。
部
亨
碕
燃
は
、
彼
の
健
康
状
況
を
確
認
す
る
験
看
を
行
い
、
考
語
を
付
け
て
、
吏
部
の
引
見
を
受
け
る
た
め
の
苔
文
を
彼
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本
人
に
交
付
し
た
。

四
月
十
日
、
彼
は
吏
部
に
お
い
て
引
見
を
受
け
、
翌
十
一
日
に
聖
旨
を
奉
じ
、

そ
の
後
甘
粛
省
に
戻
っ
て
原
歓
に
補
用
さ

れ
た
。
ま
た
、
光
緒
二
十
六
年
(
一
九
O
O
)
九
月
二
日
、

翌
二
十
七
年
(
一
九
O
一)

十
一
月
十
五
日
、
金
氏
は
、
房
山
間
怖
に
射
し
牒
文
を
も
っ
て
復
職
を
申
請
し
た
。
十
八
日
、
房
山
豚
は
順
天
府
に
封
し
、
彼
の
申
請
を
梼
詳
し

(
M
M
)
 

て
お
り
、
二
十
日
に
は
、
腕
肺
の
詳
文
は
順
天
府
に
到
着
し
た
。
翌
二
十
二
日
、
順
天
府
は
そ
の
申
請
を
認
め
て
い
る
。

順
天
府
房
山
鯨
豚
丞
金
蔦
植
は
告
病
し
て
離
任
し
た
。

3 

病
気
休
養
制
度
の
悪
用

病
気
休
養
制
度
の
運
用
に
あ
た
っ
て
最
大
の
難
題
は
病
吠
の
確
認
で
あ
る
。

病
朕
の
験
看
を
行
う
地
方
官
が
、

相
手
か
ら
の
賄
賂
を
受
け

て
、
事
賞
関
係
の
報
告
と
公
正
な
判
断
を
一
該
嘗
者
に
都
合
よ
く
曲
げ
て
、
規
避
を
園
る
こ
と
は
、
往
々
に
し
て
起
こ
り
う
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

朱
元
理
の
も
と
で
、
起
病
が
巌
止
さ
れ
た
理
由
も
、

一
方
、
薙
正
一
帝
は
、
総
督
や
巡
撫
に
よ
る
病
朕
の
確
認

そ
の
溢
り
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
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と
、
吏
部
で
の
引
見
さ
え
あ
れ
ば
、
規
避
の
弊
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
と
確
信
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
薙
正
一
帝
の
よ
う
な
濁
裁
君

主
の
も
と
で
、

初
め
て
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
以
後
、
病
肢
の
験
看
や
回
復
後
の
引
見
も
形
骸
化
さ
れ
、
病
気
休
養
を
利
用
し
た
、
職
務
の
回
避
が
度
々
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
規

避
の
風
が
い
っ
そ
う
盛
ん
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
規
避
の
理
由
は
、
①
不
満
の
あ
る
ポ
ス
ト
を
酔
附
す
る
た
め
、
②
庭
分
を
避
け
る

た
め
、
③
瞳
面
を
保
っ
た
退
職
方
法
に
、
大
別
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。

光
緒
二
年
(
一
八
七
六
)
、

贋
東
省
雷
州
府
途
漠
燃
の
署
理
知
鯨
徐
廃
陛
は
、

「
周
子
差
」
に
あ
て
ら
れ
、
道
の
倉
庫
で
保
管
さ
れ
る
軍
事
費
な

ど
を
一
時
借
用
し
て
、
試
験
場
建
設
費
の
不
足
分
二
千
四
百
徐
商
を
よ
う
や
く
確
保
し
て
い
た
が
、
ほ
か
の
各
項
目
の
奏
錦
の
不
足
分
、
六
、

七
千
雨
を
徴
牧
す
る
こ
と
は
、
困
難
な
朕
況
に
あ
っ
た
。
彼
は
、
、
途
渓
豚
の
一
高
三
千
雨
の

一
般
歳
出
に
劃
し
、
勝
の
財
敗
牧
入
は
二
千
南
未

満
と
い
う
窮
般
を
考
え
て
、
貧
し
い
途
漠
燃
か
ら
逃
げ
出
そ
う
と
計
り
、
「
求
卸
事
菓
」
つ
ま
り
辞
表
を
提
出
し
た
。
し
か
し
辞
表
が
却
下
さ

(

お

)

れ
る
と
、
今
度
は
、
方
法
を
獲
え
て
、
病
気
を
理
由
に
も
う
一
度
離
任
を
申
請
し
た
の
で
あ
る
。



こ
の
ほ
か
、
在
任
中
の
慮
罰
を
回
避
す
る
た
め
に
起
病
が
利
用
さ
れ
る
例
と
し
て
は
、
務
正
年
間
(
一
七
一
一
一
一
一
|
一
七
三
五
〉
、
蓋
湾
鳳
山
販
の

生
番
(
先
住
民
の
高
砂
族
)
の
反
凱
に
際
し
、

燃
の
最
高
責
任
者
と
し
て
失
態
の
あ
っ
た
知
豚
多
之
雲
、
が
、
責
任
を
逃
れ
る
た
め
に
、
告
病
を
し

て
い
る
。
ま
た
、
乾
隆
四
十
六
三
七
八
一
)
年
間
五
月
二
十
日
、

蓋
簡
の
「
社
番
」

(
番
祉
に
属
す
る
先
住
民
の
高
砂
族
〉
は
、

理
番
同
知
の
街

役
カL

「
番
銀
四
百
三
十
一
園
」
を
強
要
し
た
こ
と
を
提
訴
し
、

一
幅
建
巡
撫
の
も
と
で
そ
の
審
理
が
行
わ
れ
て
い
る
問
、

理
番
同
知
史
接
寄

は
、
街
役
の
監
督
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
告
病
を
申
請
し
た
。

光
緒
二
十
八
(
一
九
O
二)、

路
同
知
・
署
理
宛
卒
鯨
知
豚
謝
錫
芽
は
、
宛
卒
豚
の
「
印
務
」
を
署
理
す
る
聞
に
、
設
生
し
た
九
件
の
盗
案
を
、

九
年
〈
一
九
O
三
)
頃
、

順
天
府
南

一
件
も
捕
獲
す
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。

光
緒
二
十
九
年
(
一
九
O
三
)
七
月
、

直
隷
総
督
案
世
凱
は
順
天
府
に
劃
し

謝
錫
芽
に
「
過
」
三
決
、

「
大
過
」
二
次
を
記

し
解
任
す
ベ
し
、
と
い
う
容
を
出
し
た
も
の
の
、
謝
錫
芥
は
、

(
引
品
)

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

四
月
に
病
気
を
理
由
に
し
て
、
離
任
治
療
の
許
可
を
得
て
、
す
で
に
任
地
を
離
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さ
ら
に
告
病
は
樫
面
を
つ
く
ろ
っ
た
退
職
方
法
と
し
て
も
利
用
さ
れ
て
お
り
、
道
光
年
開
(
一
八
二
一
!
一
八
五

O
)、
断
江
省
巌
州
府
知
府
郭

松
泉
は
、
「
逼
融
」
を
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
部
下
や
上
司
か
ら
嫌
わ
れ
て
、
窮
地
に
追
い
込
ま
れ
、
や
む
を
え
ず
告
病
を
し
て
離
任
し
た
。

小
説
の
中
に
も
、
解
任
し
た
い
官
僚
の
鰻
面
を
配
慮
し
、
彼
ら
に
劉
し
、
暗
に
告
病
の
手
績
き
を
取
る
よ
う
示
唆
す
る
一
節
も
し
ば
し
ば
見
ら

(お〉

れ
る
。こ

う
し
た
行
魚
を
防
ぐ
た
め
に
、
中
央
政
府
は
酎
庭
策
を
考
え
ざ
る
を
得
ず
、
法
例
の
整
備
を
進
め
、
乾
隆
三
十
七
年
(
一
七
七
二
〉
、

(

白

山

)

の
告
病
を
行
っ
た
地
方
官
と
そ
の
上
司
に
劃
し
て
は
、
次
の
法
例
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

も
し
事
寅
担
造
の
弊
害
が
あ
れ
ば
、
本
人
及
び
験
看
の
官
を
例
に
照
ら
し
て
革
職
し
、

虚
僑

申
報
を
し
た
上
司
は
「
循
庇
」
の
例
に
照
ら
し
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て
、
降
三
級
調
用
と
し
、
轄
詳
の
上
司
は
降
二
級
留
任
と
し
、
具
題
の
督
撫
は
降
一
級
留
任
と
す
る
。

申
請
者
、
お
よ
び
失
察
の
験
看
者
、
申
報
者
、
轄
詳
者
、
具
題
者
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
克
職
、
降
級
調
用
、
降
級
留
任
な
ど
の
慮
分
を
下
す
こ

と
が
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
法
令
は
、
以
後
も
し
ば
し
ば
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
む
し
ろ
具
文
と
な
っ
て
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遵
守
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

以
上
、
見
て
き
た
よ
う
に
、

い
ず
れ
も
一
定
の
正
式
な
手
績
き
を
取
ら
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ

地
方
官
の
病
死
、

お
よ
び
病
気
休
養
は
、

た
。
こ
う
し
た
手
練
き
に
は

一
つ
の
共
通
貼
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
本
人
あ
る
い
は
家
人
に
よ
る
親
供
の
提
出
、
所
管
地
方
官
に
よ
る
事
質
閥

地
方
督
撫
に
よ
る
題
春
、
本
籍
に
鯖
っ
た
地
方
官
の
簡
郷
報
告
で
あ
る
。
さ
ら
に

係
の
確
認
と
印
結
の
提
出
、
布
政
使
に
よ
る
原
案
の
作
成
、

規
定
に
違
反
し
た
場
合
、
法
律
と
「
慮
分
例
」
に
基
づ
い
て
慮
分
が
な
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
複
雑
な
事
務
手
緩
き
は
、

日
常
行
政
の
園
滑
な
運

替
を
維
持
す
る
た
め
に
要
請
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
刑
名
」
と
「
銭
糧
」
を
中
心
と
す
る
地
方
公
務
は
、
厳
密
な
ま
で
の
文
書
主
義
に
基
づ
い
て
慮
理
さ
れ
、
上
官
へ
の
報
告
、
部
下
と
庶
民

へ
の
命
令
、
開
係
官
臆
と
の
事
務
連
絡
は
、
そ
れ
ぞ
れ
上
行
、
下
行
、
卒
行
文
書
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
そ
の
地
方
文
書
行
政
の
頂
鈷
に
立
つ

の
ヵ:

「
正
印
官
」
と
呼
ば
れ
る
知
府
、
知
州
、
知
燃
で
あ
る。
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正
印
官
が
文
書
の
原
稿
に
サ
イ

ン
し
、
官
印
を
押
し
て
始
め
て
、
文
書
は
正

式
な
も
の
と
し
て
機
能
し
、
行
政
事
務
は
遂
行
さ
れ
る
。

し
た
が

っ
て
、
文
書
行
政
を
特
徴
と
す
る
嘗
時
の
行
政
制
度
の
も
と
で
は
、
地
方
官

の
在
任
が
常
に
要
請
さ
れ
、

や
む
を
え
ず
離
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
際
に
は
、
親
供
の
提
出
か
ら
到
籍
報
告
に
及
ぶ
複
雑
で
、
巌
格
な
手
績

き
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

正
印
官
以
外
の
者
が
離
任
す
る
場
合
に
は
、
中
央
吏
部
な
ど
の
関
係
官
鹿
に
通
知
す

る
だ
け
で
済
む
の
に
劉
し
、

正
印
官
の
場
合
、
こ
れ
ら
の
手
緩
き
は
い
っ
そ
う
巌
格
さ
と
複
雑
さ
を
増
し
、
休
養
な
ど
を
申
請
す
る
際
に
、
地

方
の
督
撫
は
皇
帝
一
の
許
可
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
上
、
正
賞
な
理
由
が
な
く
、
無
断
に
離
任
し
た
地
方
官
は
、

(

幻

)

罰
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ポ
ス
ト
、
特
に
正
印
官
ポ
ス
ト
の
空
白
に
よ
っ
て
地
方
行
政
に
支
障
が
一
興
え
る
こ
と
を
防
ぐ
措
置
で
あ
る

「
撞
離
職
役
」
の
罪
で

と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
事
務
手
摺
き
の
な
か
で
、

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
行
政
系
統
の
内
部
連
結
と
地
方
官
の
連
帯
責
任
で
あ
る
。
こ
の
一
連
の

手
績
き
は
、
地
方
官
な
い
し
そ
の
家
族
↓
州
豚
↓
府
↓
遁
↓
布
政
使
↓
督
撫
↓
中
央
吏
部
へ
、
あ
る
い
は
中
央
吏
部
↓
督
撫
↓
布
政
使
↓
遁
↓

府
↓
州
蘇
↓
地
方
官
な
い
し
そ
の
家
族
へ
、
順
迭
り
に
進
む
も
の
で
あ
り
、
申
請
か
ら
許
可
ま
で
の
流
れ
か
ら
見
て
も
、
蹄
郷
し
た
あ
と
の
報



告
か
ら
見
て
も
、
そ
し
て
職
務
復
婦
の
手
緩
き
か
ら
見
て
も
、
地
方
官
に
謝
す
る
人
事
管
理
は
巌
格
か
つ
巌
密
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。
そ
し
て
、
こ
の
一
連
の
手
緩
き
か
ら
、
各
地
方
官
醸
の
あ
い
だ
、
督
撫
衛
門
と
中
央
吏
部
と
の
あ
い
だ
の
巌
密
な
内
部
連
結
が
相
嘗
程
度

数
率
的
に
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
う
し
た
内
部
連
結
は
、
文
書
主
義
に
基
づ
く
巌
密
な
書
類
審
査
が
求
め
ら
れ
る
一
方
で
、
官
僚
相
互
の
連
帯
責
任
も
要
求
す
る
。
部
下
が

上
申
し
た
病
死
、
病
肢
の
書
類
に
封
し
、
そ
の
所
管
上
司
は
、
事
責
関
係
の
確
認
と
審
査
を
決
し
て
怠
っ
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
結
果
を
上
司
に

報
告
す
る
際
に
、
白
ら
の
印
結
を
添
附
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
印
結
を
提
出
す
る
こ
と
は
、
そ
の
地
方
官
が
連
帯
責
任
を
負
う

こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
う
し
た
措
置
は
、
常
に
地
方
行
政
運
営
の
園
滑
化
を
維
持
す
る
た
め
の
、
同
僚
の
連
帯
保
護
か
ら
上
級
街
門
の
監
督
ま

で
を
含
む
、

一
種
の
人
事
制
度
の
内
部
統
制
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

11 

開
郷
へ
の
救
済
措
置

51ー

現
代
の
公
務
員
制
度
で
は
、
公
務
に
よ
る
傷
病
お
よ
び
死
亡
の
場
合
、
公
務
員
本
人
あ
る
い
は
そ
の
家
族
に
劃
す
る
補
償
措
置
が
設
け
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
、
公
務
員
の
一
隅
枇
と
利
盆
を
保
護
す
る
と
と
も
に
、
公
務
の
能
率
的
運
営
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
措
置
で
あ
る
。
俸

統
中
園
に
お
い
て
は
、

不
幸
に
見
舞
わ
れ
た
官
僚
に
劃
す
る
救
済
措
置
が
法
例
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
政
府
の
義
務
で
あ
る
と

言
っ
て
よ
い
。

以
下
、
遺
族
に
よ
る
死
亡
し
た
地
方
官
の
遺
鐙
の
迭
還
、
病
気
に
か
か
る
地
方
官
の
諦
郷
問
題
を
中
心
に
、
中
央
政
府
と
地
方
政
府
の
救
済

措
置
を
検
討
し
た
い
。

中
央
の
佃
微
員
政
策
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明
代
、

『
明
律
』
の
な
か
に
は
「
病
故
官
家
麗
還
郷
」
の
候
文
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
合
理
的
な
理
由
で
病
死
し
た
官
僚



俸
様
は
も
と
も
と
少
な
い
の
に
、
そ
れ
を
さ
ら
に
上
納
さ
せ
る
の
は
「
情
理
」
が
通
ら
な
い
、
と
批
判
し
た
。
こ
の
た
め
、
病
死
、
告
病
の
徽

一
定
額
の
補
助
金
を
出
す
制
度
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
値
微
員
(
憧
薄
官
と
も
謂
う
〉
で
あ
る
。
乾
隆

員
に
射
し
、

元
年
(
一
七
三
六
)
七
月
の
乾
隆
一
帝
一
の
上
識
に
は
衣
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

今
後
、
微
員
の
離
任
や
病
故
に
あ
た
っ
て
、
窮
苦
の
た
め
鯖
郷
で
き
な
い
者
が
あ
れ
ば
、
所
管
督
撫
に
、
公
費
か
ら
酌
量
し
て
開
郷
の
交

通
費
を
賞
輿
し
、
毎
年
帳
簿
を
作
り
報
告
清
算
さ
せ
、
現
任
の
微
員
に
科
涯
し
て
は
な
ら
な
い
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
補
助
金
の
受
領
資
格
は
、
離
任
と
病
死
し
た
、
貧
窮
の
た
め
に
蹄
郷
で
き
な
い
鯨
丞
、
主
簿
、
典
史
、
巡
検
な
ど
の
下
級

地
方
官
で
あ
り
、
そ
の
財
源
は
「
存
留
公
項
銀
」
、

つ
ま
り
正
規
の
地
方
財
政
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、

そ
の
給
付
金
額
に
つ
い
て
は
、
依
然

と
し
て
各
地
督
撫
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
規
定
は
以
後
も
再
三
に
わ
た
っ
て
強
調
さ
れ
、

(

必

〉

れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

『
大
清
律
例
』
に
も
組
み
込
ま

乾
隆
十
四
年
(
一
七
四
九
〉
、

こ
れ
ま
で
の
寅
地
朕
況
を
検
討
し
た
結
果
、
多
く
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
た
が
、
も
っ
と
も
問
題
と
な
っ
た
の

- 53ー

は
、
支
給
方
法
の
不
統
一
で
あ
っ
た
。
嘗
時
、
地
方
に
よ
っ
て
、
家
族
の
大
人
と
子
供
の
敷
を
細
か
く
計
算
し
て
支
給
す
る
方
法
、
大
.
さ
つ
ば

に
計
算
し
て
支
給
す
る
方
法
、
故
郷
ま
で
の
水
路
と
陸
路
を
別
々
に
計
算
し
て
支
給
す
る
方
法
、
全
韓
の
距
離
を
計
算
し
て
支
給
す
る
方
法
、

地
方
官
の
「
無
力
」
の
度
合
い
に
鷹
じ
て
支
給
す
る
方
法
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
全
園
的
に
徴
員
へ
の
援
助
規

(
川
町
)

定
が
統
一
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

今
後
、
各
省
勝
丞
以
下
の
官
に
つ
い
て
、
も
し
病
死
、
休
致
、
公
的
な
理
由
で
革
職
さ
れ
、
汚
職
が
な
く
、
窮
苦
の
た
め
に
蹄
郷
で
き
な

い
者
が
あ
れ
ば
、
家
族
の
人
数
を
論
ぜ
ず
、
千
里
ご
と
に
銀
十
雨
を
給
し
、
道
程
に
よ
り
計
算
せ
よ
。
死
者
は
遠
近
を
論
ぜ
ず
、
棺
の
運

搬
銀
八
雨
を
加
え
よ
。
州
蘇
官
は
印
結
を
出
し
、
府
州
官
は
印
結
を
加
え
、
布
政
使
は
存
留
公
項
銀
の
内
か
ら
確
か
め
て
支
給
し
、
額
外

に
増
加
し
て
は
な
ら
な
い
。
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こ
れ
に
よ
れ
ば
、
補
助
金
を
受
領
で
き
る
も
の
は
、
病
死
、
休
致
お
よ
び
公
的
理
由
に
よ
る
革
職
の
慮
分
を
受
け
た
、
貧
苦
の
た
め
に
蹄
榔
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の
遺
族
に
射
し
、
所
管
官
聴
は
、
家
計
の
朕
況
を
確
認
し
た
上
で
、
距
離
の
遠
近
と
遺
族
人
口
の
多
寡
な
ど
に
鷹
じ
て
、
差
役
夫
、
交
通
手
段

(

お

)

(
騨
濯
の
勘
合
)
と
食
料
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
規
定
は
清
代
に
も
縫
承
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
首
時
、
官
僚
が
公

務
や
戦
争
を
除
く
在
任
中
に
死
亡
し
た
場
合
、
園
は
そ
の
官
名
に
麿
じ
て
、
祭
銀
、
葬
費
な
ど
を
遺
族
に
支
給
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。
こ

(

刊

日

)

い
わ
ゆ
る
園
の
「
飾
終
令
典
」
で
あ
る
。

の
規
定
は
、

し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
最
低
限
の
措
置
に
す
ぎ
な
い
。
た
と
え
ば
、
一
品
官
の
場
合
、
祭
銀
は
二
十
五
雨
、
葬
費
は
五
百
雨
で
、
九

口
問
官
の
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
は
六
雨
と
一
百
雨
で
あ
る
。
し
か
し
、
病
死
し
た
地
方
官
の
遺
穫
は
、
通
常
本
籍
に
運
ば
れ
埋
葬
さ
れ
る
が
、
「
厚

葬
」
を
重
視
す
る
中
園
で
は
、
そ
の
棺
と
運
搬
の
費
用
、
さ
ら
に
葬
式
の
費
用
だ
け
で
、
遺
族
に
と
っ
て
は
、
膨
大
な
負
携
と
な
る
。
威
豊
八

年
(
一
八

O
一

二

)

、

年

開

俸

様

百

三

十

雨

、

養

廉

銀

四

千

両

の

甘

粛

省

按

察

使

甘
粛
省
按
察
使
明
緒
の
母
親
は
息
子
の
任
地
で
病
死
し
た
が
、

が
、
嘗
時
母
親
の
た
め
に
使

っ
た
棺
は
、
甘
粛
省
秋
道
州
の
知
州
が
銀
三
百
南
で
購
入
し
、

上
司
で
あ
る
明
緒
に
贈
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

- 52ー

の
棺
の
運
搬
に
あ
た
っ
て
は
、
映
甘
総
督
楽
斌
の
銀
五
百
雨
、
布
政
使
張
集
馨
の
銀
三
百
南
を
は
じ
め
、
首
府
の
知
府
、
首
豚
の
知
豚
な
ど
が

皆
寄
付
を
し
て
、
よ
う
や
く
行
う
こ
と
が
で
き
た
。
葬
儀
に
つ
い
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
出
費
が
あ
り
、
威
豊
年
間
(
一
八
五
一

l
一
八
六
一
)
の

(
品
別
)

杭
州
に
は
、
出
棺
〈
棺
を
一
時
安
置
す
る
場
所
か
ら
運
び
出
す
)
と
い
う
儀
式
だ
け
で
「
動
費
千
金
」
の
風
習
が
あ
っ
た
。
高
級
官
僚
な
ら
ば
、
そ

の
費
用
は
、
同
僚
の
寄
付
と
部
下
か
ら
の
「
孝
敬
」
を
頼
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
、

部
下
の
献
金
を
期
待
で
き
な
い
下
級
地
方
官
の
場
合

カ当 は

な
か 窮
故地
銀s ~こ
に迫
迭い
還込
さま
れ れ
な で
か し
η ま
たう
とだ
し、(ろ
う41う。、_" 0 

一
例
を
奉
げ
る
と
、
在
任
中
に
病
死
し
た
新
江
省
永
嘉
豚
知
豚
雀
錫
の
棺
は
、
貧
窮
の
た
め
な

こ
の
よ
う
に
、
遺
族
や
病
人
へ
の
援
助
措
置
は
、

一
般
地
方
官
あ
る
い
は
そ
の
遺
族
に
と
っ
て
、
極
め
て
切
賓
な
問
題
で
あ
っ
た
。

告
病
、

革
職
解
任
、

病
死
な
ど
に
あ
?
た
各
省
の
貧
し
い
微
員
(
お
お
よ
そ
八
口
間
以
下
、

清
代
乾
隆
年
間
(
一
七
三
六
|
一
七
九
五
)
以
前
は
、

俸
椋
・
養
廉
の
少
な
い
も
の
で
、
た
と
え
ば
主
簿
、
典
史
、
巡
検
な
ど
〉
の
開
郷
問
題
は
、
各
地
の
督
撫
に
任
せ
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
督
撫
は
、

省
内
各
徴
員
の
俸
晶
体
と
養
廉
銀
か
ら
銀
雨
を
吸
い
上
げ
る
こ
と
で
、
微
員
の
蹄
郷
費
用
に
蛍
て
て
い
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
乾
隆
一
帝一
は
、
微
員
の
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が
困
難
な
豚
丞
以
下
の
徴
員
で
あ
る
。
そ
の
支
給
基
準
は
、
放
費
は
家
族
の
人
数
を
問
わ
ず
千
里
に
つ
き
十
雨
、
棺
の
運
搬
費
は
遠
近
を
問
わ

ず
棺
一
つ
に
つ
き
八
爾
で
あ
る
。
支
給
の
手
順
は
、
微
員
あ
る
い
は
そ
の
遺
族
が
文
書
で
申
請
を
行
い
、
知
豚
が
印
結
を
つ
け
加
え
て
、
知
府

あ
る
い
は
知
州
に
提
出
す
る
。
知
府
や
知
州
は
、
書
類
を
確
認
し
た
後
、

つ
ま
り
提
出
を
行
い
、
布
政
使
は

一
ヶ
月
以
内
に
布
政
使
に
申
詳
、

「
存
留
公
項
銀
」
か
ら
補
助
金
を
支
給
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

な
お
、
決
め
ら
れ
た
金
額
以
上
の
支
給

(
川
岨
)

や
自
力
で
鯖
郷
で
き
る
者
へ
の
支
給
は
禁
じ
ら
れ
る
。

開
郷
経
路
と
匝
離
を
確
認
し
た
上
で
、

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
仙
徽
員
政
策
は
、
幾
つ
か
の
歓
陥
が
あ
り
、
官
僚
救
済
の
目
的
を
十
分
に
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。

ま
ず
、

そ
の
給
付
金
額
が
僅
か
す
ぎ
、
こ
の
千
里
に
つ
き
十
爾
と
い
う
支
給
基
準
で
は
、

ほ
と
ん
ど
役
に
立
た
な

死
者
の
遺
族
に
と
っ
て
、

か
っ
た
の
で
あ
る
。

ム
次
に
、
支
給
額
が
物
債
の
獲
動
に
封
躍
し
な
か

っ
た
。
米
債
を
は
じ
め
と
す
る
清
代
の
物
債
出
変
動
の
趨
勢
は
騰
勢
で
あ
っ
た
が
、
乾
隆
十
四

年
(
一
七
四
九
〉
に
決
め
ら
れ
た
他
微
員
の
金
額
は
、
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し
い
守
心
。

つ
ま
り
、

同
治
十
三
年
(
一

八
七
四
〉
に
改
訂
さ
れ
た
『
戸
部
則
例
』
に
も
そ
の
ま
ま
載
せ
ら
れ
て

(
江
町
〉

百
二
十
年
に
わ
た
っ
て
、
救
済
金
の
増
額
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
る
ほ
か
な
い
。

第
三
に
、

こ
の
政
策
の
救
済
封
象
は
、

正
入
品
以
下
の
徽
員
で
あ
り
、
従
七
品
以
上
の
地
方
官
、

お
よ
び
着
任
し
て
ま
も
な
く
不
幸
に
見
舞

わ
れ
た
地
方
官
は
、
救
済
封
象
に
な
ら
な
か
っ
た
。
一
幅
建
省
、
漸
江
省
で
は
、
貧
し
レ
知
豚
の
棺
を
故
郷
に
迭
還
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
遺
族

も
時
郷
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
レ
う
ケ
1
ス
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
。

第

四

に

、

こ

の

政

策

の

財

源

は

、

戸

部

所

管

の

園

家

財

敗

で

は

な

く

、

つ

ま

り

地

方

財

敗

で

あ

っ

た

。

清

代

中

期
以
後
の
地
方
財
政
が
貧
困
に
あ
え
い
で
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
僅
か
な
補
助
金
の
支
給
す
ら
、
ど
の
程
度
員
創
に
賓
施
さ
れ
た
か
、

各
地
の
「
存
留
公
項
銀
」
、

疑
問
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
歓
陥
が
存
在
す
る
た
め
、
各
省
で
は
、
濁
自
に
救
済
措
置
を
行
う
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。



各
省
溺
自
の
救
済
措
置

乾
隆
年
間
(
一
七
三
六
1
一
七
九
五
)
か
ら
、

不
幸
に
あ
っ
た
地
方
官
に
封
し
、
濁
自
の
救
済
策
を
寅
施
し
た
。
以
下
、
煩

一
部
の
省
で
は
、

演
で
は
あ
る
が
、
各
省
の
針
策
を
そ
れ
ぞ
れ
確
認
し
て
い
く
。

新
江
省
で
は
、

不
幸
に
あ
っ
た
微
員
と
州
豚
以
上
の
地
方
官
を
針
象
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
を
救
済
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。

の
「
額
設
微
員
回
籍
路
費
」
が
計
上
さ
れ
た
。

省
の
歳
出
か
ら
三
百
十
六
南
九
銭

し
か
し
、
嘉
慶
の
初
め
頃
に
は
、
新
江
省
の
微
員
お
よ
び
試
用
徴
員
は
、
合
わ
せ
て
四
百
人
以

ま
ず
、
病
死
し
た
徴
員
の
遺
族
を
救
済
す
る
た
め
に
、
乾
隆
元
年
(
一
主
三
ハ
)
の
規
定
に
基
づ
い
て
、

上
に
の
ぼ
っ
た
。
病
死
の
ほ
か
、
告
病
、

丁
憂
の
地
方
官
も
鯖
郷
旗
費
の
請
求
を
行
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
定
額
三
百
十
六
雨
九
鎮
の
「
額
設

微
員
回
籍
路
費
」
だ
け
で
は
、
封
躍
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
膳
急
措
置
と
し
て
、
翌
年
度
分
の
経
費
を
前
借
り
す
る

し
ば
し
ば
行
わ
れ
た
が
、
こ
う
し
た
前
借
り
の
方
法
は
、
早
晩
破
綻
を
き
た
す
e
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こ
と
が
、

嘉
慶
八
年
(
一
八
O
三
)
七
月
の
段
階
で
支
給
す

ベ
き
微
員
十
四
名
の
開
郷
放
費
は
、
百
五
十
雨
で
あ
っ
た
の
に
封
し
、

八
年
分
の
「
額
設
微
員
国
籍
路
費
」
三
百
十
六
雨
九
鎮
の
う
ち
す
で
に

百
六
十
二
雨
一
銭
は
、
前
年
度
、
嘉
慶
七
年
(
一
八
O
二
〉
に
前
借
り
し
て
使
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
七
月
ま
で
の
必
要
分
百
五
十
雨
を
支
給
し

て
し
ま
う
と
、
嘉
慶
八
年
(
一
八
O
一
二
)
の
後
牢
年
で
使
え
る
額
は
わ
ず
か
四
雨
八
銭
し
か
残
ら
な
い
と
い
う
朕
況
に
陥
っ
た
。

こ
う
し
た
財
源
不
足
を
解
消
す
る
た
め
に
、
新
江
省
布
政
使
司
は
、
次
の
よ
う
な
封
躍
策
を
打
ち
出
し
た
。
ま
ず
、
支
給
劉
象
の
縮
少
を
は

嘉
慶
三
年
(
一
七
九
八
〉
か
ら
六
年
(
一
八

O
一
)
ま
で
の
支

か
つ
て
、
告
病
、
告
終
養
は
支
給
封
象
か
ら
外
す
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
。

次
に
、

給
貫
績
を
計
算
し
、
既
存
の
定
額
三
百
十
六
雨
九
銭
の
上
積
み
と
し
て
、
二
百
五
十
雨
を
追
加
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
二
百
五
十
雨
を
負
携

す
る
の
は
、
省
内
六
十
四
州
燃
の
知
州
と
知
燃
で
あ
る
。
各
州
燃
は
、
任
地
の
豊
か
さ
に
麿
じ
て
、

「
大
中
小
紋
」
に
格
附
け
さ
れ
、
こ
の
二

百
五
十
雨
を
割
り
嘗
て
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
漸
江
省
で
は
、
微
員
の
蹄
郷
放
費
を
確
保
す
る
た
め
に
、
省
の
公
的
資
金
と
州
燃
の
定
額
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出
資
を
あ
わ
せ
た
五
百
六
十
六
両
九
銭
を
上
限
と
す
る
一
種
の
救
済
基
金
が
設
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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嘉
慶
十
四
年
(
一
八

O
九
〉
頃
に
な
っ
て

と
こ
ろ
が
、
知
州
や
知
豚
が
負
婚
す
る

」
の
総
額
二
百
五
十
雨
の
出
資
金
は
滞
納
が
目
立
ち
、

再
び
問
題
化
し
た
。
漸
江
省
布
政
使
司
は
、
各
州
燃
の
出
資
金
を
と
り
あ
え
ず
知
府
の
養
廉
銀
か
ら
差
し
引
き
、
知
府
は
そ
の
分
を
自
ら
州
豚

(
必
)

よ
り
徴
牧
す
る
、
と
い
う
封
雁
策
を
打
ち
出
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

一
方
で
、
微
員
を
除
く
府
鹿
州
豚
地
方
官
へ
の
救
済
は
、
別
の
方
法
を
取
り
入
れ
た
。
こ
れ
は
、
府
鹿
州
豚
地
方
官
全
員
の
参
加
で
つ
く
る

一
種
の
組
合
組
織
に
よ
る
救
済
措
置
で
あ
る
。
漸
江
省
に
は
、
徴
員
以
外
の
地
方
官
あ
る
い
は
そ
の
遺
族
へ
の
救
済
は
、
も
と
も
と
存
在
し
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

乾
隆
二
十
七
年
三
七
六
二
)
に
病
死
し
た
永
嘉
勝
知
鯨
雀
錫
は
、
貧
困
の
た
め
に
数
年
に
わ
た
っ
て
棺

を
故
郷
に
送
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
漸
江
省
布
政
使
司
は
、
こ
れ
に
同
情
し
て
、
特
例
と
し
て
徐
っ
た
経
費
、
つ
ま
り
「
閑
款
」
か

そ
れ
以
後
、
知
豚
な
ど
微
員
で
は
な
い
者
の
病
死
に
あ
た
っ
て
も
、
彼
ら
の
家
人
は
こ
の
「
例
」
の
適
用
を
要
求

ら
救
済
金
を
支
給
し
た
が
、

し
、
救
済
金
を
申
請
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
病
死
し
た
丞
停
州
係
官
の
遺
族
に
劃
す
る
蹄
郷
放
費
の
支
給
は
恒
常
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化
さ
れ
、
も
は
や
「
閑
款
」
で
は
封
躍
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

っ
て

し
ま

っ
た
。

乾
隆
三
十
八
年
三
七
七
三
)
、

こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
新
江
省
布
政
使
司
は
、
他
省
の
方
法
を
模
倣
し
て
、

一
種
の
共
済
基
金
の

設
立
を
園
っ
た
。
給
付
封
象
と
金
額
は
、
原
則
と
し
て
着
任
二
年
以
内
に
、
病
死
し
た
丞
停
州
勝
地
方
官
の
遺
族
に
封
し
、

一
律
に
銀
二
百
雨

を
給
付
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
共
済
基
金
の
財
源
に
つ
い
て
は
、

「
通
省
府
聴
州
豚
養
廉
内
均
擬
公
摘
」
、

つ
ま
り
省
内
の
各
府
鹿
州
鯨

官
か
ら
、
一
名
の
給
付
封
象
者
が
出
れ
ば
、
養
廉
銀
百
南
に
つ
き
二
銭
一
分
四
厘
の
割
合
で
銀
雨
を
集
め
る
こ
と
で
賄
わ
れ
た
。
い
い
か
え
れ

ば
、
十
名
に
封
し
総
額
二
千
雨
を
給
付
す
る
場
合
、
そ
の
出
資
金
も
十
倍
に
な
る
計
算
で
、
こ
の
共
済
基
金
に
は
上
限
そ
の
も
の
が
定
め
ら
れ

(

円

引

)

て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
こ
の
救
済
金
の
支
給
範
圏
は
、
揖
納
知
鯨
に
ま
で
庚
が

っ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
丞
伴
州
豚
の
共
済
基
金
の
支
給
方
法
に
は
問
題
が
あ
っ
た
。

雨
九
鎮
の
微
員
の
救
済
金
か
ら
立
替
え
て
支
出
し
、
後
に
「
公
摘
」
の
形
で
集
め
ら
れ
た
銀
を
微
員
の
救
済
金
と
し
て
返
済
す
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り

そ
の
支
給
に
際
し
て
、

ま
ず
年
開
定
額
五
百
六
十
六

一
名
の
丞
伴
州
鯨
官
に
二
百
雨
を
支
給
す
る
と
い
う
基
準
に
従
っ
て
、
二
名
に
四
百
爾
を
支
給
す
れ
ば
、
今
度
は
他
の
丞
伴
州
豚
官
や
微
員
へ



の
支
給
が
で
き
な
く
な
る
恐
れ
が
出
て
く
る
。
嘉
慶
十
五
年
三
八
一

O
〉
に
は
、
微
員
の
救
済
金
か
ら
借
り
入
れ
の
残
高
は
、

九
十
雨
に
の
ぼ
っ
て
、
徴
員
の
救
済
金
を
こ
れ
以
上
取
り
崩
す
こ
と
を
回
避
す
る
た
め
に
、

(
必
〉

さ
れ
た
。

五
百

寅
際
、

丞
停
州
鯨
官
へ
の
放
費
援
助
は
や
む
を
え
ず
中
止

し
か
し
、
貧
し
い
丞
停
州
懸
官
の
蹄
郷
は
や
は
り
現
貫
的
な
問
題
で
あ
る
。
翌
嘉
慶
十
六
年
(
一
八
二
〉
、

集
清
勝
知
肘
脚
部
文
芳
は
、
着
任

後
一
ヶ
月
も
た
た
な
い
う
ち
に
病
死
し
た
。
病
死
す
る
直
前
に
、
彼
は
「
一
果
」
を
も
っ
て
、
家
族
の
人
数
が
多
く
郷
里
が
遠
く
離
れ
て
、
俸
疎

も
少
な
い
な
ど
の
生
活
の
窮
肢
を
訴
え
て
、
救
済
を
求
め
て
い
た
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
新
江
省
布
政
使
司
は
、
昨
年
の
決
定
を
撤
回
し
、

救
済
金
給
付
の
再
聞
を
決
め
た
。
そ
し
て
、
そ
の
給
付
に
あ
た
っ
て
は
、
依
然
と
し
て
ま
ず
微
員
の
救
済
金
か
ら
立
て
替
え
て
支
給
し
、
そ
の

(

必

)

後
、
省
内
の
各
州
燃
に
割
り
嘗
て
て
補
填
し
た
の
で
あ
る
。

嘉
慶
十
九
年
(
一
八
一
四
〉
に
な
っ
て
、

新
江
省
布
政
使
司
は
、
着
任
し
て
牢
年
以
内
に
病
死
し
た
丞
俸
州
懸
官
に
劉
し
、
開
郷
の
道
の
り

の
遠
近
を
問
わ
ず
一
律
に
二
百
雨
の
救
済
金
を
支
給
す
る
こ
れ
ま
で
の
方
法
は
公
卒
を
依
き
、
摘
款
の
負
捲
も
重
く
な
る
と
し
て
、
巡
撫
の
認

可
を
得
て
、
改
正
策
を
打
ち
出
し
た
。
そ
の
新
方
法
に
よ
れ
ば
、
全
圏
各
省
を
遠
近
に
分
け
て
、
そ
の
距
離
に
麿
じ
て
補
助
金
を
出
す
も
の
で

(
町
山
)

あ
っ
た
。
そ
の
内
容
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
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最
近

日
江
蘇
、
安
徽

次
近
一
江
西
、
一
晒
建
、
河
南
、
山
東

五
十
雨

一
百

梢
遠
日
順
天
、
直
隷
、
湖
南
、
湖
北
、
山
西

最
遠
口
贋
東
、
贋
西
、
雲
南
、
貴
州
、
甘
粛
、
奉
天
、
映
西
、

そ
の
後
、
道
光
二
年
三
八
二
二
〉
、

百
五
十

四
)11 

二
百
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損
納
官
の
増
加
に
劃
躍
す
る
た
め
に
、
関
係
規
定
の
改
正
が
な
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
掲
納
官
は
、

(
日
)

計
較
厚
」
で
開
郷
で
き
な
い
は
ず
は
な
く
、
彼
ら
に
劃
し
て
は
、
救
済
を
行
わ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
一
隅
建
省
と
贋
東
省
で
は
、
新
江
省
の
救
済
方
法
と
は
異
な
り
、
微
員
へ
の
援
助
と
そ
の
他
の
地
方
官
へ
の
援
助
を
一
本
化
す
る
方
法

ー寸

家
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が
質
施
さ
れ
た
。

つ
ま
り
共
済
基
金

ま
ず
一
帽
建
省
の
賦
況
を
見
ょ
う
。
乾
隆
二
十
九
年
〈
一
七
六
四
)
、
一
幅
建
省
は
、
養
廉
銀
か
ら
寄
付
を
集
め
る
「
公
摘
」
、

を
設
立
し
た
。
こ
の

「公
摘
」
の
出
資
者
の
範
圏
は
、
省
内
司
道
府
州
豚
な
ど
養
廉
銀
の
支
給
を
受
け
る
地
方
官
(
州
同
と
爾
司
首
領
を
除
く
)

で
、
出
資
率
は
養
廉
銀
の
十
分
の
一
、
基
金
の
総
額
は
一
千
一
百
二
十
雨
あ
ま
り
で
、
所
管
官
臆
は
布
政
使
司
で
あ
っ
た
。
こ
の
基
金
の
援
助

不
幸
に
遭
っ
た
地
方
官
あ
る
い
は
そ

の
家
族
は
、
文
書
で
所
管
地
方
官
聴
に
申
請
を
行
い
、
知
府
や
知
州
な
ど
が
確
認
を
し
て
印
結
を
添
附
し
た
う
え
で
、
詳
文
を
も
っ
て
布
政
使

司
に
報
告
す
る
。
布
政
使
司
は
、
さ
ら
に
書
類
の
審
査
を
行
っ
て
、
意
見
を
ま
と
め
た
詳
文
を
も
っ
て
「
憲
牽
」
に
報
告
す
る
。
そ
の
給
付
金

劉
象
は
、
微
員
の
ほ
か
、

丞
伴
州
豚
な
ど
も
含
ま
れ
、
事
買
上
知
府
以
下
す
べ
て
の
地
方
官
で
あ
っ
た
。

額
は
、
距
離
の
遠
近
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
る
。

本
籍
所
在
省

最
遠
日
直
線
、
甘
粛
、
山
西
、
快
西

路
費
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扶
槻
銀

二
百
雨

五
十
雨

次
遠
い
雲
南
、

山
東
、
河
南

百
八
十

五
十

梢
遠
一
貴
州
、

精
近
一
江
蘇
、
安
徽
、
庚
西

百
六
十

五
十

四
)11 

百
四
十

十

次
近
口
湖
北
、
湖
南

最
近

一
断
江
、
江
西
、
康
東

百
二
十

十

百

十

こ
れ
ら
の
規
定
は
清
代
威
豊
年
間
(
一
八
五
一
一
八
六
一
〉
に
編
纂
さ
れ
た
『
一
隅
建
省
例
』
の
な
か
に
載
せ
ら
れ
て
お
り
、

(

回

)

開
(
一
七
三
六
一
七
九
五
)
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
乾
隆
か
ら
威
豊
に
か
け
て
大
き
く
出
深
化
す
る
こ
と
な
く
、
貫
行
さ
れ
績
け
て
レ
た

金
額
も
乾
隆
年

だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

贋
東
省
で
は
、
乾
隆
三
十
九
年
(
一
七
七
四
)
か
ら
、

省
内
の
貧
し
い
こ
州
十
二
燃
を
除
い
て
、
す
べ
て
の
道
府
州
鯨
地
方
官
か
ら
の
出
資



を
元
に
し
て
、
布
政
使
所
管
の
「
文
職
公
摘
銀
雨
」
と
い
う
名
目
の
救
済
基
金
が
設
立
さ
れ
、
後
に
「
省
例
」
と
し
て
地
方
法
例
化
さ
れ
た
。

こ
の
基
金
の
出
資
原
則
は
、

一
定
額
の
銀
雨
を
出
す
も
の
で
、
道
光
二
十

「
按
鉄
大
小
議
掴
」
、

つ
ま
り
各
道
府
州
懸
の
豊
か
さ
に
艦
じ
て

三
年
(
一
八
四
三
〉
の
時
貼
で
、

「
文
職
公
措
銀
南
」
の
総
額
は
、
三
千
百
八
十
九
雨
あ
ま
り
に
の
ぼ

っ
て
レ
る
。
給
付
劃
象
は
、
す
で
に
紹
介

し
た
一
隅
建
省
、
新
江
省
と
異
な
り
、
贋
東
省
で
は
、
一
般
の
徴
員
は
も
ち
ろ
ん
、
着
任
牢
年
未
満
の
知
府
、

直
隷
州
知
州
も
含
ま
れ
て
い
た
。

ま
た
、
こ
の
三
千
百
八
十
九
雨
あ
ま
り
の
「
文
職
公
摘
銀
雨
」
の
ほ
か
、
非
常
に
貧
し
い
地
方
官
を
救
済
す
る
た
め
に
、
糧
道
街
門
所
管
の

「
格
外
周
血
路
費
」
も
設
け
ら
れ
て
い
た
。
給
付
金
額
に
つ
い
て
は
、

「
文
職
公
摘
銀
雨
」
は
、

官
品
と
着
任
年
数
に
臨
応
じ
て
、
最
高
銀
二
百

(

臼

)

「
格
外
周
仙
路
費
」
も
存
在
し
て
お
り
、
合
計
支
給
額
の
上
限
は
銀
三
百
南
で
あ
っ
た
。

南
を
支
給
す
る
ほ
か
、

以
上
、
新
江
、
一
隅
建
、
贋
東
三
省
に
劉
し
、
江
蘇
省
の
朕
況
は
や
や
異
な

っ
て
い
る
。
江
蘇
省
で
は
、
道
光
元
年
(
一
八
二
一
)
に
な
っ
て
、
所

腐
の
長
洲
な
ど
三
十
三
州
牒
の
養
廉
銀
か
ら
微
員
路
費
と
し
て
銀
四
百
十
三
雨
を
集
め
る
こ
と
が
始
ま
っ
た
が
、
上
越
の
各
省
と
比
べ
る
と
、
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か
な
り
遅
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
も
こ
の
「
公
揖
」
は
、
太
平
天
園
の
慌
の
影
響
に
よ
っ
て
養
廉
銀
支
給
が
停
止
さ
れ
た
こ
と
で
、

中
止
を
徐
儀
な
く
さ
れ
た
。
た
だ
、
江
蘇
省
で
は
、
中
央
の
規
定
に
し
た
が

っ
て
、
公
的
資
金
に
よ
っ
て
、
病
死
し
た
地
方
官
の
遺
族
や
、
病

気
休
養
の
地
方
官
へ
の
補
助
を
同
治
の
頃
ま
で
績
け
て
い
る
。
養
廉
銀
か
ら
の
「
公
揖
」
と
は
別
に
、

つ
ま
り
公
的
資
金
の
運
用
利
盆
か
ら
、

「
瑳
典
生
息
款
」
あ
る
い
は
「
嘗
本
生

息

道
員
以
下
の
地
方
官
に
補
助
金
を
給
付
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
額
は
、
先
に
見
た
乾
隆
十
四
年

(
一
七
四
九
〉
の
規
定
に
し
た
が
っ
た
も
の
で
、

官
僚
や
遺
族
に
封
し
、
千
里
に
つ
き
十
雨
の
割
合
で
給
付
し
、
棺
の
運
搬
に
あ
た
っ
て
は
、

基
金
の
肢
況
を
検
討
し
て
、
江
蘇
布
政
使
司
は
、
知

(

臼

)

勝
以
上
の
地
方
官
を
給
付
封
象
か
ら
外
す
方
針
を
ま
と
め
、
南
江
総
督
の
承
認
を
得
て
、
正
式
に
決
定
さ
れ
た
。

他
に
も
、
映
西
省
と
山
西
省
で
も
、
微
員
へ
の
救
済
措
置
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
快
西
省
で
は
、

遠
近
を
問
わ
ず
八
雨
を
給
付
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
同
治
十
二
年
ハ
一
八
七
三
)
、

「
故
員
闘
機
脅
費
」
を
、

山
西
省
で
は

徴
員
の
救
済
に
備
え
る
「
公
揖
銀
」
が
設
け
ら
れ
た
。

い
ず
れ
も
養
廉
銀
か
ら
強
制
的
に
集
め
ら
れ
る
資
金
で
あ
っ
た
。
湖
南
省
で
も
徴
員
を

(
間
山
)

さ
ら
な
る
調
査
が
必
要
と
さ
れ
よ
う
。
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救
済
す
る
措
置
が
設
け
ら
れ
た
が
、

そ
の
資
金
の
扶
況
に
つ
い
て
は
、
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順
天
府
国
安
豚
儒
間
学
教
議
馬
侃
唆
は
、

に
よ
り
在
任
の
ま
ま
病
死
し
た
が
、
固
安
蘇
知
豚
屠
元
議
は
、
遺
族
の
窮
朕
に
同
情
し
て
、
順
天
府
に
射
し
、
「
施
恩
撫
仙
」
、

の
思
典
と
し
て
救
済
金
を
出
す
要
請
を
し
た
。
彼
の
要
請
に
封
し
、
順
天
府
は
、
現
任
人
員
病
故
の
事
例
を
調
べ
て
、
こ
れ
ま
で
「
仙
銀
」
を

給
付
す
る
「
章
程
」
が
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
彼
の
「
身
後
粛
篠
」
を
憐
れ
ん
で
、
特
別
措
置
と
し
て
銀
二
十
雨
を
援
助
す
る
こ
と
を
決
定
し

光
緒
三
十
四
年
(
一
九
O
八
)
九
月
十
四
日
、

ア
ヘ
ン
中
毒

最
後
に
順
天
府
の
欣
況
を
述
べ
た
い
。

つ
ま
り
上
官

て
い
る
。
固
安
豚
は
、
府
の
批
を
奉
じ
て
、

そ
の
銀
二
十
雨
を
立
て
替
え
て
、

光
緒
三
十
四
年
(
一
九
O
九
)

馬
保
環
の
遺
族
に
交
付
し
た
。

十
二
月
十
八
日
、
固
安
燃
は
、

「
申
請
己
故
数
議
馬
細
川
環
撫
価
銀
商
並
迭
印
領
由
」
を
添
附
し
た
う
え
で
、
立
て
替
え
分
の
受
領
を
す
る
た
め

濁
自
の
援
助
策
は
存
在
せ
ず
、

(

白

山

)

|一

七
九
五
)
か
ら
寅
施
さ
れ
た
価
微
員
政
策
も
中
央
所
在
地
の
順
天
府
に
お
い
て
は
適
用
さ
れ
な
か

っ
た
の

で
あ
る
。

乾
隆
年
間
(
一
七
三
六

の
印
領
を
順
天
府
に
迭
付
し
た
。
こ
の
ケ
l
ス
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
順
天
府
に
は
、

以
上
か
ら
、

地
方
で
は
、
乾
隆
の
頃
か
ら
濁
自
の
微
員
救
済
策
を
と
り
始
め
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。

そ
の
救
済
資
金
の
財
源
に
つ
い
て
は
、

- 60ー

「
公
揖
」
の
名
目
で
州
勝
以
上
(
一
部
の
省
で
は
道
府
も
)
の
地
方
官
の
養
廉
銀
か
ら
資
金
を
強
制
的
に
集
め
る
こ
と

で
あ
っ
た
。
こ
の
徴
員
救
済
金
は
、
正
規
の
地
方
財
政
外
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
正
式
な
税
金
牧
入
で
賄
う
こ
と
は
で
き
ず
、

各
省
と
も
ほ
ぼ
同
じ
で
、

こ
の
た
め、

地

方
官
の
養
廉
銀
は
、
こ
の
救
済
金
の
重
要
な
財
源
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
地
方
官
の
養
廉
銀
か
ら
責
金
を
集
め
る
手
段
は
、
嘗
時

に
お
い
て
、
地
方
財
政
の
財
源
不
足
を
解
消
す
る
た
め
に
、

し
ば
し
ば
使
わ
れ
た
方
法
で
あ

っ
た
。

そ
の
救
済
金
の
出
資
率
は
、
省
に
よ

っ
て

異
な
っ
て
お
り
、
贋
東
省
で
は
、
州
燃
の
豊
か
さ
に
臆
じ
て
定
額
出
資
す
る
方
法
が
貫
施
さ
れ
、

一
隅
建
省
で
は
、
地
方
官
養
廉
銀
の
十
分
の
一

を
集
め
る
定
率
出
資
の
方
法
が
と
ら
れ
た
。
こ
れ
に
封
し
、
新
江
省
で
は
、
微
員
へ
の
援
助
は
定
額
出
資
の
方
法
を
、
州
勝
以
上
地
方
官
へ
の

救
済
は
上
限
の
な
い
定
率
出
資
の
方
法
を
と

っ
て
い
た
。
各
地
の
給
付
金
額
は
、
い
ず
れ
も
乾
隆
十
四
年
(
一
七
四
九
)
の
規
定
を
上
回
る
も

の
で
あ
っ
た
。
救
済
金
の
支
給
封
象
に
つ
い
て
は
、

ほ
と
ん
ど
の
省
で
、
微
員
の
ほ
か
、

丞
停
州
燃
も
劉
象
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
各
地

で
、
こ
う
し
た
援
助
金
に
開
す
る
僚
例
は
省
例
に
載
せ
ら
れ
、

さ
ら
に
↓
部
の
省
で
は
、
必
要
に
薩
じ
て
不
断
に
篠
例
の
改
訂
も
行
わ
れ
て
い

た
よ
う
に
、
各
地
の
濁
自
の
救
済
策
は
、
現
寅
味
の
乏
し
い
中
央
の
救
済
政
策
を
補
完
す
る
措
置
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ



ら
の
救
済
策
に
劃
す
る
中
央
政
府
の
黙
認
は
、
中
央
政
府
が
園
法
に
よ
っ
て
捨
う
べ
き
貧
困
官
僚
の
救
済
義
務
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
く
な

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

地
方
官
の
病
死
や
病
気
休
養
の
関
連
手
績
き
と
同
様
に
、
病
死
地
方
官
の
遺
族
と
病
気
に
か
か
っ
て
い
る
地
方
官
の
救
済
に
お
い
て
も
、
布

政
使
の
果
た
す
役
割
は
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。
救
済
策
の
作
成
、
救
済
申
請
書
類
の
慮
理
、
督
撫
承
認
の
請
求
、
救
済
資
金
の
管
理

な
ど
を
掌
る
の
は
、
す
べ
て
布
政
使
で
あ
る
。
要
す
る
に
布
政
使
は
、
こ
れ
ら
の
事
務
慮
理
の
遂
行
を
通
じ
て
、
地
方
行
政
の
園
滑
的
な
運
営

に
劃
す
る
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
地
方
文
官
の
人
事
行
政
と
一
幅
一
祉
問
題
に
も
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
布

(

閉

山

)

政
使
は
、
督
撫
の
下
で
「
銭
糧
の
泊
料
匪
」
を
務
め
て
い
た
と
同
時
に
、
地
方
文
官
人
事
行
政
の
穂
陸
で
も
あ
っ
た
と
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

む

す

び

地
方
の
人
事
行
政
は
官
僚
管
理
の
面
か
ら
、
地
方
の
「
刑
名
」
や
「
銭
糧
」
な
ど
の
行
政
事
務
の
遂
行
を
支
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た

め
、
地
方
官
の
病
死
、
病
気
休
養
、
及
び
下
級
地
方
官
へ
の
救
済
措
置
は
、
い
ず
れ
も
所
定
の
手
績
き
を
取
ら
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
こ

れ
ら
の
手
績
き
に
は
、
共
通
す
る
黙
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
官
僚
本
人
な
い
し
そ
の
家
族
に
よ
る
死
亡
報
告
ま
た
は
申
請
書
の
提
出
、
所
管
上
司

に
よ
る
事
質
関
係
の
確
認
と
保
謹
書
ハ
印
結
〉
の
提
出
、
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布
政
使
に
よ
る
閲
係
書
類
の
審
査
と
慮
理
原
案
の
作
成
、

督
撫
に
よ
る
題
容
な
ど
で

あ
り

こ
う
し
た
複
雑
な
人
事
管
理
手
績
き
は
、

日
常
行
政
の
園
滑
な
運
営
を
維
持
す
る
た
め
に
依
か
せ
な
い
措
置
で
あ
っ
た
。
な
お
、
こ
れ

ら
の
人
事
管
理
手
績
き
か
ら
、
地
方
の
各
官
鹿
の
あ
い
だ
に
整
然
た
る
盟
系
に
基
づ
く
内
部
連
結
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
も
窺
え
る
の
で
あ

る。
最
後
に
、
本
稿
の
所
論
と
関
連
す
る
問
題
に
つ
い
て
、
少
し
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
地
方
街
門
の
内
部
連
結
は
、
単
な
る
行
政

機
関
の
上
下
関
係
に
も
と
づ
く
よ
り
も
、
興
え
ら
れ
る
権
限
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
行
論
の
中
で
既
に
見
た
よ
う
に
、
そ
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れ
ぞ
れ
の
行
政
機
関
は
一
定
の
権
限
を
興
え
ら
れ
る
一
方
、
自
ら
の
権
限
で
は
慮
理
で
き
な
い
文
書
を
「
穂
詳
」
の
方
法
を
と
っ
て
、
開
係
官
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鹿
に
穂
迭
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
権
限
の
問
題
に
つ
い
て
、
知
府
の
例
を
見
る
と
、

た
と
え
ば
裁
判
の
場
合
、
知
府
は
州
豚
の
原
擬
に

(「
駁
回
」
と
も
い
う
〉
す
る
必
要
が
あ
る
と
判
断
す
れ
ば
、
犯
人
の
身
柄
や
書
類
を
原
審
の
州
豚
に
迭
り
返
し
て
、
審
理
の

や
り
直
し
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
を
可
能
に
す
る
の
は
、
知
府
は
、
州
豚
の
原
審
を
覆
審
す
る
権
限
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
人
事
行
政
の
場
合
(
少
な
く
と
も
病
死
や
病
気
休
養
の
閥
係
手
綴
き
に
限
つ
て
は
)
、
部
下
の
申
請
に
針
す
る
許
可
・
駁
固
な
ど
の
権
限
は
、

つ
い
て

「駁」

知
府
に
は
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
知
府
は
部
下
か
ら
迭
ら
れ
た
書
類
か
ら
不
審
な
黙
を
見
つ
け
た
と
し
て
も
、

そ
れ
を
駁
回
す
る
こ
と
が
で

き
ず
、

上
司
に
轄
詳
す
る
し
か
な
い
。
こ
れ
は
、
嘗
時
知
府
に
興
え
ら
れ
て
い
た
司
法
的
権
限
と
人
事
的
権
限
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
あ
る
街
門
に
興
え
ら
れ
て
い
た
司
法
、
人
事
な
ど
各
方
面
の
権
限
は
、
必
ず
し
も
同
等
の
も
の
で
は
な
く
、
街
門
聞
の
一
定
の

上
下
関
係
に
固
定
さ
れ
て
、
あ
ら
ゆ
る
局
面
で
も
同
じ
権
限
が
附
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
事
寅
は
、
清
代
地
方
行
政
制
度
を
考

え
る
際
の
重
要
な
原
則
の
一
つ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
地
方
街
門
の
権
限
問
題
は
、
今
後
地
方
行
政
制
度
の
研
究
を
推
進
す
る
た
め
の
鍵
で
あ

- 62ー

る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
地
方
街
門
に
輿
え
ら
れ
た
権
限
の
問
題
、

お
よ
び
そ
う
し
た
権
限
に
基
づ
く
地
方
街
門
聞
の
内
部
連
結
の
問
題

に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

註
(

1

)

官
僚
制
度
研
究
書
の
中
で
は
、
レ
く
ら
か
の
紙
面
を
割
い
て
取
り
上

げ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
る
が
、
十
分
と
は
い
え
な
い
。
た
と
え
ば
、

織
田
高
等
『
清
園
行
政
法
』
(
東
京
、
臨
時
肇
淘
醤
慣
調
査
曾
、
一

九
O
五
J
一
九
一
五
年
〉
。

一商
祈
議

『消
代
科
車
中
考
試
述
録
』
(
北
京
、
一二
聯
書
席
、
一
九
五
八

年
)
。吋

ピ
ロ
問

4

吋
E
の
『
ピ

(
墨
同
租
)
z
h
R
Q
N
G
。刊誌ミ
ヨ
SHN誌
の
古
書
凶

R
宮
崎
司

HF向
。

F・2
h
=
(の
ω自
rzι
向
。
豆
2
2
n
F
5
2
2日
出
向

2
R
ι

C
ロ
』
〈
ぬ
『

ω
I
u、
司
『

OMω

・
H
甲
町
N
)

。

宮
崎
市
定
『
科
奉
』
(
東
京
、
中
央
公
論
壮
、
一
九
六
三
年
)
、

同
『
鹿
州
公
案
|
|
清
朝
地
方
裁
判
官
の
記
録
』
(
東
京
、
卒
凡

社
、
一
九
六
七
年
)
。

徐
痢
憲
『
清
代
知
豚
職
掌
之
研
究
』

(
華
北
、
東
奥
大
筆
、

四
年
)
。

那
思
陸
『
清
代
州
腕
柿
街
門
審
判
制
度
』

一
九
八
二
年
)
。

九
七

(
華
北
、
文
史
哲
出
版
社
、
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鄭
秦
『
清
代
司
法
審
剣
制
度
研
究
』
(
長
沙
、
湖
南
教
育
出
版
社
、

一
九
八
八
年
〉
。

奥
吉
遠
『
清
代
地
方
政
府
間
司
法
職
能
研
究
』
ハ
北
京
、
中
園
杜
曾

科
皐
出
版
社
、
一
九
九
八
年
〉
な
ど
。

(

2

)

『
明
清
様
案
』
、
第
二
三
八
加
(
華
北
、
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研

究
所
、
一
九
九
二
年
)
、
第

O
六
九
鋭
、
乾
隆
四
十
八
年
九
月
九
日
、

大
皐
土
管
吏
部
阿
桂
題
報
七
月
下
半
月
微
員
告
病
丁
憂
等
案
件
。

こ
の
ほ
か
、
肇
海
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
所
蔵
の
内
閣
大
庫

楢
案
に
よ
れ
ば
、
下
記
の
事
例
が
記
さ
れ
て
い
る
。

乾

隆

五

十

一

年

九

月

上

旬

告

病

者

九

名

五

十

三

年

九

月

上

旬

七

名

十

二

月

上

旬

一

一

一

一

名

五

十

四

年

八

月

下

旬

七

名

五

十

五

年

七

月

下

旬

七

名

(

3

)

『
議
摺
集
存
』
、
光
緒
十
七
年
(
一
八
九
二
五
月
、
光
緒
十
七
年

北
京
徴
文
館
刊
本
。

(
4
)

一
例
を
牽
げ
れ
ば
、
『
清
園
行
政
法
』
は
、
『
(
嘉
慶
〉
大
清
曾
典
』
、

『
吏
部
則
例
』
な
ど
の
清
代
の
政
書
か
ら
、
「
告
病
」
、
「
起
病
」
の

手
績
き
の
概
要
を
説
明
し
、
官
僚
の
分
限
と
権
利
に
つ
い
て
論
じ
て
い

る
(
第
一
巻
下
、
第
二
八

O
J二
八
二
頁
)
。
こ
の
他
に
は
、
『
清
代

典
制
』
(
郭
松
義
等
編
、
長
春
、
士
ロ
林
文
史
出
版
社
、
一
九
九
三
年
〉

が
あ
る
。

(
5
〉
中
圏
第
一
一
歴
史
楢
案
館
所
蔵
順
天
府
楢
案
、
第
一
一
一
巻
、
第

O
一一一

O

説
、
光
緒
三
十
二
年

O
月
O
目
、
綿
竹
勝
典
史
張
允
謙
家
丁
魯
源
震
家

主
病
故
事
親
供
。
同
第

O
一
一
一
一
説
、
光
緒
三
十
二
年

O
月
O
日
、
密
生

劉
季
常
潟
綿
竹
鯨
典
史
張
允
謙
病
故
事
甘
結
。
同
第

O
三
二
続
、
光
緒

三
十
二
年
十
二
月
十
七
日
、
綿
竹
豚
知
豚
王
桜
震
綿
竹
勝
典
史
張
允
謙

病
故
事
甘
結
。
同
第

O
三
三
競
、
光
緒
三
十
二
年
十
二
月
十
七
日
、
綿

竹
直
隷
州
知
州
楽
麟
信
用
綿
竹
燃
典
史
張
允
謙
病
故
事
甘
結
。

ハ
6
)

順
天
府
機
案
、
第
一
一
一
巻
、
第

O
二
O
鋭
、
光
緒
三
十
二
年
十
二
月

三
十
日
、
山
東
巡
撫
楊
士
駿
震
設
甘
報
祈
水
勝
典
史
子
光
耀
病
故
開
歓

事。

(

7

)

『
(
光
緒
)
大
清
舎
典
事
例
』
、
各
九
、
吏
部
、
文
選
清
吏
司
三
、

ハ
光
緒
三
十
四
年
上
海
一
商
一
務
印
書
館
石
印
本
〉
第

一
a
頁。

ハ
8
)

註
(

7

)

に
同
じ
。

(

9

)

「
詳
文
」
の
ほ
か
、
「
票
」
や
「
呈
」
な
ど
が
使
わ
れ
る
ケ
l
ス
も

あ
っ
た
。
順
天
府
楢
案
、
第
二
一
巻
、
第

O
O八
鋭
、
光
緒
二
十
八
年

十
月
二
十
八
日
、
庚
東
巡
撫
李
輿
鋭
信
用
詳
苔
乳
源
鯨
典
史
俸
昌
族
在
任

病
故
事
。
同
第

O
O九
鋭
、
光
緒
二
十
八
年
十
月
二
十
八
日
、
庚
東
巡

撫
李
輿
鋭
篤
詳
前
官
試
用
従
九
品
江
宗
漣
病
故
事
。

(
印
)
順
天
府
楢
案
、
第
二
一
巻
、
第

O
二
九
続
、
光
絡
三
十
三
年
三
月

O

目
、
護
理
四
川
総
督
趨
爾
塑
苔
信
用
補
迭
綿
竹
田
肺
典
史
張
允
謙
病
故
家
風

供
田
酉
各
結
事
。

(
日
)
順
天
府
指
案
、
第
一
一
一
巻
、
第

O
一
六
続
、
光
緒
三
十
一
年
二
月
十

八
日
、
四
川
線
督
錫
良
寄
宿
周
准
補
洪
豚
知
豚
陳
源
迷
病
故
出
飲
詳
請
具

奏
関
飲
事
。

布
政
使
に
よ
る
書
類
駁
固
に
つ
い
て
は
、
署
理
山
東
省
曹
州
府
桃
源

問
知
飽
忠
翰
の
丁
憂
事
例
も
参
考
に
さ
れ
た
い
(
順
天
府
檎
案
、
第
二

O
巻
、
第

O
O九、

O
一
O
、
O
一一、

O
一
二
続
)

0

(
ロ
)
『
(
光
緒
〉
大
清
曾
典
』
、
巻
一
て
吏
部
、
考
功
清
吏
司
、

- 63ー

(
光
緒
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三
十
四
年
上
海
商
務
印
書
館
石
印
本
)
第
一
五
b
頁
。

(
日
)
『
光
緒
朝
珠
批
奏
摺
』
、
第
一
一
一
一
一
瞬
、
光
緒
三
十
二
年
九
月
二
十
六

日
、
雲
貴
総
督
了
振
鐸
奏
信
用
緑
動
燃
知
鯨
劉
昌
仁
因
病
出
飲
恭
摺
仰
新

聖
墜
事
、
(
北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
九
五
年
)
第
四
九
頁
。
「
奏
摺
」

を
も
っ
て
報
告
す
る
ほ
か
、
他
の
上
奏
に
附
け
る
比
較
的
簡
単
な
「
附

片
」
を
も
っ
て
報
告
す
る
ケ
l
ス
も
あ
っ
た
。
問
、
光
緒
三
十
二
年
九

月
O
日
、
山
東
巡
撫
錫
士
駿
片
、
第
六
五
頁
を
参
照
。

(

M

)

『
光
緒
朝
珠
批
奏
摺
」
、
第
二
三
輯
、
光
緒
三
十
二
年
十
一
月
九
日
、

甘
柑
刷
新
彊
巡
撫
聯
魁
奏
震
都
善
照
知
鯨
羅
正
湘
因
病
出
飲
恭
摺
陳
明
仰

新
聖
墜
事
、
第
一
四
四
J
一
四
五
頁
。

(
日
)
註
(
叩
〉
に
同
じ
。

(
日
〉
順
天
府
機
案
、
第
二
一
袋
、
第

O
一
七
鋭
、
光
緒
三
十
一
年
八
月
二

十
コ
百
、
順
天
府
篤
札
知
庚
西
卒
祭
府
鍾
山
、
通
剣
越
光
第
病
故
事
。

(
口
)
『
(
光
緒
)
大
清
曾
典
事
例
』
、
各
九
二
、
吏
部
、
底
分
例
、
外
官
告

病
、
第
五
b
頁
。
『
光
緒
朝
珠
批
奏
摺
』
、
第
二
三
輯
、
光
絡
三
十
三

年
八
月
六
日
、
江
西
巡
撫
瑞
良
奏
震
建
畠
府
知
府
李
士
環
患
病
請
関
紙

回
籍
調
理
恭
摺
具
陳
仰
一
前
聖
護
事
、
第
セ
八
六
J
七
八
七
頁
。

な
お
、
元

・
明
時
代
の
告
病
制
度
に
つ
い
て
は
略
す
。
『
大
元
聖
政

園
朝
典
一章
』
、
径
二
、
吏
部
、
職
制
、
候
故
、
(
華
北
、
故
宮
博
物

院
、
一
九
七
二
年
〉
第
三

a
J
五
b
頁
、
お
よ
び
『
(
蔦
暦
)
大
明
舎

典
』
、
各
二
二
、
吏
部
、
事
故
(
墓
北
、
文
海
出
版
社
、
一
九
六
四
年
〉

第
二
四
六

l
こ
四
九
頁
を
参
照
。

(
凶
〉
『
明
清
楢
案
』
、
第
四
八
加
、
第
O
七
六
鋭
、
薙
正
九
年
八
月
二
十

一
日
、
雲
南
巡
撫
張
允
随
掲
報
州
官
告
病
請
准
解
任
回
籍
調
理
(
選

北
、
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
、
一
九
八
七
年
)
。

(
川
口
〉
東
京
大
祭
東
洋
文
化
研
究
所
所
蔵
『
京
外
私
罪
獲
答
情
節
較
重
及
加

倍
半
不
准
指
復
降
掲
慶
員
加
』
、
同
治
年
開
吏
部
篤
本
。

(
初
)
註
(
団
〉
に
同
じ
。
順
天
府
指
案
、
第
二

ot句
、
第

O
六
九
続
、
光
緒

三
十
一
年
五
月
十
二
日
、
奉
天
府
関
原
燃
知
懸
陶
憲
潤
験
=
一
担
餓
嶺
豚
血
ハ

史
郭
費
恕
病
朕
印
結
。

(
幻
〉
『
一
幅
建
省
例
』
、
鐙
政
例
・
議
積
告
病
人
員
以
委
験
之
日
起
定
限
雨

個
月
由
一
該
府
取
結
詳
迭
。

嘉
慶
八
年
(
一
八

O
三
)
十
二
月
、
一
踊
建
省
南
安
懸
大
盈
巡
検
曹
銘

の
告
病
し
た
場
合
、
翌
嘉
慶
九
年
(
一
八

O
四
〉
八
月
に
な
っ
て
、
よ

う
や
く
験
看
が
開
始
さ
れ
た
が
、
書
類
の
不
備
に
よ
っ
て
さ
ら
に
二
ヶ

月
延
期
さ
れ
て
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
験
看
が
遅
れ
る
と
、
病
気
の

地
方
官
は
、
離
任
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
ず
、
公
務
に
支
障
を
奥
え
る
ば

か
り
か
、
後
任
者
の
任
命
も
で
き
な
い
た
め
に
、
布
政
使
司
の
も
と

で
、
改
善
策
を
ま
と
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
幅
建
省
で
は
こ
の
時
、
縛

迭
さ
れ
た
告
病
申
請
が
届
い
た
時
黙
で
、
布
政
使
は
た
だ
ち
に
験
看
を

行
う
地
方
官
を
指
名
し
、
験
看
を
委
任
さ
れ
た
地
方
官
は
、
布
政
使
の

札
を
奉
じ
て
一
一
ヶ
月
以
内
に
、
告
病
者
を
訪
ね
て
、
直
接
病
状
を
確
認

し
、
詮
明
書
と
連
帯
保
護
霊
園
と
し
て
の
印
結
を
布
政
使
に
提
出
す
る
と

の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

(
担
)
『
(
光
絡
)
大
清
曾
典
事
例
』
、
各
九
二
、
吏
部
、
庭
分
例
、
外
官
告

病
、
第
五
b
頁
。
『
欽
定
六
部
庭
分
則
例
』
、
巻
二
二
、
事
故
、
外
官

告
病
、
(
憂
北
、
文
海
出
版
社
、
一
九
六
六
J
一
九
七
三
年
、
近
代
中

園
史
料
叢
刊
第
三
百
輯
第
一
一
一
一
一
一
一
一
加
)
第
三

O
二す良。

(
勾
)
『
欽
定
六
部
慮
分
則
例
』
、
巻
二
二
、
事
故
、
外
官
告
病
、
第
三

O

一一

l
三
O
三
頁
・
『
一
隅
建
省
例
』
、
鐙
政
例
・
議
覆
告
病
人
員
以
委
験
之
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日
起
定
限
雨
個
月
由
該
府
取
結
詳
途
。

な
お
、
州
間
以
下
の
地
方
官
は
告
病
す
る
場
合
、
験
看
や
監
理
原
案

の
作
成
な
ど
の
手
績
き
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
告
病
地
方
官
の
所
管
上

司
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。

(
M
〉
註
(
日
〉
に
同
じ
。
こ
の
ほ
か
、
侠
西
省
定
遠
綜
知
鯨
周
維
棋
の
告
病

に
封
し
、
署
理
侠
西
布
政
使
焚
櫓
鮮
は
省
都
で
の
治
療
を
許
す
と
い
う

庭
理
意
見
を
提
出
し
た
。

『奨
山
政
書
』
、
径
三
、
批
定
遠
豚
周
令
維

族
葉
、
令
官
簸
書
集
成
』
、
合
肥
、
黄
山
書
社
、
一
九
九
七
年
、
第
一

o
m〉
第
五
三
頁
を
参
照
。

(
お
)
『
(
光
緒
)
大
溝
曾
典
』
、
巻
一
て
吏
部
、
考
功
清
吏
司
、
第
四
b

頁。

(
お
〉
『
(
光
緒
)
大
出
問
曾
典
事
例
』
、
各
九
二
、
吏
部
、
底
分
例
、
外
官
告

病
、
第
四
b
J
五
a
頁。

清
代
の
文
書
制
度
に
よ
れ
ば
、
加
古文
は
卒
行
官
艇
の
関
、
た
と
え
ば

総
督
と
巡
撫
と
の
聞
の
往
来
文
垂
直
で
あ
り
、
本
来
、
督
撫
か
ら
州
鯨
地

方
官
に
宛
て
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
離
任
治
療
の
官
僚

は
、
館
郷
の
後
、
本
籍
地
の
地
方
官
に
針
し
報
告
を
行
う
際
に
、
そ
の

官
官
文
を
提
出
し
、
本
籍
地
の
地
方
官
は
、
そ
れ
を
所
管
の
督
撫
〈
順
天

府
、
奉
天
府
の
場
合
は
府
予
〉
に
縛
迭
し
た
。
つ
ま
り
結
局
は
、
任
地

の
督
撫
と
本
籍
地
の
督
撫
と
の
や
り
と
り
に
な
る
の
で
、
最
初
か
ら
苔

文
が
夜
給
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
幻
)
『
(
光
緒
)
大
情
曾
曲
門
事
例
』
、
各
九
二
、
支
部
、
底
分
例
、
外
官
告

病
、
第
四
b
J
五
a
頁
。

(
お
〉
『
(
高
暦
〉
大
明
舎
典
』
、
巻
=
ニ
、
吏
部
、
事
故
、
第
二
四
八
頁
。

『
吏
部
職
掌
』、
外
官
患
病
、
(
『
四
庫
全
書
存
自
叢
書
』
史
部
、
捕
阿
南
、

斉
魯
書
社
、
一
九
九
六
年
、
第
二
八
五
加
)
第
一

O
六
頁
。
な
お
、
元

朝
の
事
例
に
つ
い
て
、

『通
制
篠
格
』
、
巻
二
二
、
俵
寧
、
(
杭
州
、
市
川

江
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
六
年
〉
第
二
六
八

1
二
六
九
頁
を
参
照
。

(
m
m
)

『
(
康
照
〉
大
清
曾
典
』
、
各
一
一
、
吏
部
、
告
病
、
(
康
照
年
関
内

府
刊
本
)
第
二

a
頁。

(ω
〉
『
(
康
照
〉
大
清
舎
典
』
、
各
一
一

、
吏
部
、
告
病
、
第
三
b
頁。

(
幻
)
『
(
薙
正
〉
大
清
禽
典
』
、
巻
二
ハ
、
吏
部
、
告
病
、
(
薙
正
年
間
内

府
刊
本
〉
第
六

a
l
b
頁
。
『
世
宗
憲
皇
帝
貫
録
』
、
各
六
三
、
薙
正

五
年
十
一
月
乙
卯
、
(
豪
北
、
華
文
書
局
、
一
九
六
四
年
)
第
九
八
四

頁。

(

M

M

)

『光
緒
朝
歌
批
奏
摺
』
、
第
三
瞬
、
第
一
九
九
!
こ

O
O頁
、
光
絡

五
年
十
一
月
、
険
甘
線
督
左
宗
栄
片
。
順
天
府
楢
案
、
第
一
一
一
一
巻
、
第

O
O六
鋭
、
光
緒
二
十
七
年
十
一
月
二
十
一
日
、
房
山
町
間
豚
丞
金
高
福

病
廃
鈎
俵
聴
委
事
。
同
第

O
O七
説
、
光
緒
二
十
七
年
十
一
月
十
八

日
、
房
山
懸
詳
迭
卑
綜
豚
丞
金
蔦
稲
前
因
患
病
請
俣
現
己
病
疫
請
醐開
詳

錯
俵
縁
由
清
加
。
こ
の
ほ
か
、
「
指
復
」
、
つ
ま
り
金
銭
を
納
め
て
職

務
に
復
錫
す
る
制
度
も
あ
っ
た
。

(
お
)
徐
廃
陛
『
不
係
資
漫
存
』
、
各
二
、
求
卸
事
宮
町
、
(
近
代
中
園
史
料
叢

刊
第
七
八
輯
第
七
七
三
朋
)
第
一
一
一
一

1
一
二
三
頁
、
票
因
病
乞
候
、

同
第
三
二
一

j
二
三
二
一
具
、
宮
前
首
府
軍
問
、
同
第
二
三
三

l
二
三
七
頁。

(
鎚
〉
『
薙
正
珠
批
奏
摺
選
輯
』
、
各
て
巻
七
二
、
(
蓑
北
、
豪
海
銀
行

経
済
研
究
室
、

一
九
六
三
年
)
第
七
三
頁
。

『
蔓
案
集
録
乙
集
』
、
巻

一
二
、
七

O
、
(
華
北
、
肇
湾
銀
行
経
済
研
究
室
、
一
九
六
三
年
〉
第
七

二
頁
。
順
天
府
稽
案
、
第
二
巻
、
第

O
三
二
鋭
、
光
絡
二
十
九
年
七
月

十
五
日
、
順
天
府
警
務
直
督
謝
錫
芥
等
図
案
撤
任
縁
由
。
第
一
一
一
一
谷
、
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第

O
O九
鏡
、
光
緒
二
十
九
年
四
月
二
十
三
日
、
南
路
同
知
謝
錫
芥

票
。
同
第

O
一
O
鋭
、
光
緒
二
十
九
年
四
月
二
十
二
日
、
南
路
同
知
謝

錫
茶
菓
。

(
お
)
段
光
清
『
鏡
湖
自
撰
年
譜
』
、
(
北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
九
七
年
)

第
一
八
頁
。
李
賢
嘉
『
官
場
現
形
記
』
、
(
北
京
、
人
民
文
皐
出
版
社
、

一
九
七
九
年
〉
第
三

O
一二頁。

(
お
〉
『
(
光
絡
〉
大
清
曾
興
事
例
』
、
各
九
二
、
吏
部
、
底
分
例
、
外
官
告

病
、
第
五
b
頁。

(
幻
)
『
(
光
緒
〉
大
清
曾
典
事
例
』
、
各
八
二
、
吏
部
、
慮
分
例
、
第
四

a

頁
。
『
大
清
律
例
』
、
各
六
、
吏
律
、
職
制
、
檀
離
職
役
、
(
劉
海
年
等

『
中
関
珍
稀
法
律
典
籍
集
成
』
、
北
京
、
科
祭
出
版
社
、

一
九
九
四
年
、

丙
編
第

一
加
〉
第
一
三
一
頁
。

(
お
)
『
大
明
律
直
解
所
載
明
律
』
、
各
一
七
、
兵
律
、
(
劉
海
年
等
『
中
園

珍
稀
法
律
典
籍
集
成
』
、
乙
編
第
一
朋
〉
第
五
四
六
頁
。

(
鈎
)
『
大
清
律
例
』
、
各
二
二
、
兵
律
、
郵
瞬
、
病
故
官
家
嵐
還
郷
、
第

二
九
九
J
三
O
O頁
。
『
欽
定
六
部
底
分
則
例
』、
各
一
三
、
事
故
、

微
員
蹄
籍
、
(
第
三
ニ
ニ
頁
。
『
(
光
緒
)
大
清
禽
典
』
、
各
三
八
、
捜

部
、
洞
祭
清
吏
司
、
第
二
b
頁
。
『
欽
定
謹
部
則
例
』
、
巻
二
ハ
七
、

洞
祭
清
吏
司
、
(
道
光
二
十
四
年
刊
本
〉
第
一

a
J
一一一
b
頁。

(
州
制
〉
張
集
馨
『
道
威
宣
海
見
開
銀
』
、
(
北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
八
一

年
)
第
二
三
八
J
二
三
九
頁
。
段
光
清
『
鏡
湖
自
撰
年
譜
』
、
第
一
五

0
1
一
五
一
頁
。

(
村
山
〉
『
治
掘
削
成
規
』
、
巻
三
、
藩
政
、
新
省
佐
雑
微
員
富
市
故
回
籍
誘
給
路

費
章
程
、
(
『
官
簸
書
集
成
』
、
第
六
加
〉
第
四
二
八

J
四
三

O
頁。

『
(
光
緒
〉
永
嘉
豚
士
官
、
巻
九
、
秩
官
志
、
豚
職
、
(
光
絡
八
年
刊
本
〉

二
四
b
頁。

(
必
)
『
大
清
律
例
』
、
各
二

二、

兵
律
、
郵
騨
、
病
故
官
家
風
還
郷
、
第

二
九
九
J
三
O
O頁
。
『
(
光
絡
〉
大
清
曾
典
事
例
』
、
巻
二
七

O
、
戸

部
、
錫
他
、
第
一

a
頁
。
『
乾
隆
朝
上
議
償
』
、
第
一
加
、
乾
隆
元
年

七
月
二
十
六
日
、
(
北
京
、
指
案
出
版
社
、
一
九
九
一
年
)
第
一

O
一一一

l
一
O
四
頁
。

(
円
切
〉
『
(
光
絡
〉
大
清
曾
典
事
例
』
、
巻
二
七

O
、
戸
部
、
錫
他
、
第
一

b

頁。

(
斜
)
『
欽
定
戸
部
則
例
』
、
巻
八
六
、
錨
伯
、
微
員
賞
給
路
費
、
(
同
治

十
三
年
刊
本
〉
第
二

b
頁
。
『
欽
定
六
部
慮
分
則
例
』
、
各
二
二
、

事
故
、
微
員
鋳
郷
、
第
三
二
二
頁
。

(
必
)
岸
本
美
緒
『
清
代
中
園
の
物
債
と
経
済
出
現
動
』
、
東
京
、
研
文
出
版
、

一
九
九
七
年
、
第
一
七
J
一
九
、
第
四
七
J
五
二
頁
。
『
欽
定
戸
部
則

例
』
、
巻
八
六
、
錫
他
、
微
員
賞
給
路
費
、
第
二

a
J
b
頁。

(
必
)
『
治
掘
削
成
規
』
、
各
三
、
藩
政
、
掘
削
省
佐
雑
微
員
事
故
回
籍
請
給
路

費
章
程
、
第
四
二
八
J
四
三

O
頁
。
同
巻
三
、
藩
政
、
州
勝
憲
損
微
員

団
籍
路
費
坐
如
府
市
開
、
第
四
一
三
頁
。

(
幻
)
『
治
掘
削
成
規
』
、
巻
て
藩
政
、
丞
停
州
勝
及
試
用
人
員
病
故
扶
椴

路
費
到
任
在
任
二
年
以
内
者
分
別
准
給
、
第
三
四
六

l
三
四
七
頁
。
同

容
二
、
藩
政
、
指
納
知
鯨
到
掘
削
未
久
病
故
田
間
試
周
知
勝
之
案
酌
給
盤
費

銀
百
雨
、
第
三
六
九
J
三
七

O
頁。

(
泊
四
)
『
治
漸
成
規
』
、
巻
三
、
藩
政
、
掘
削
省
丞
伴
州
麻
事
故
停
給
路
費
、

第
四
三
二
頁
。

(

ω

)

『
治
掘
削
成
規
』
、
巻
三
、
藩
政
、
丞
停
州
豚
剣
任
未
及
半
年
遇
有
丁

憂
事
故
の
循
給
褒
路
費
、
第
四
回
二
J
四
四
三
頁
。
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ハmw
〉
『
治
新
成
規
』
、
径
四
、
港
政
、
丞
停
州
豚
病
故
到
任
未
及
半
年
者

分
別
遠
近
給
愛
国
籍
路
銀
雨
、
第
四
四
八
J
四
四
九
頁
。

(
日
)
『
治
拡
削
成
規
』
、
巻
四
、
藩
政
、
幅
削
省
丞
降
州
鯨
如
遇
有
丁
憂
事
故

無
力
国
籍
者
向
給
路
費
按
照
省
分
遠
近
酌
給
僕
有
掲
納
出
身
及
掲
過
班

補
授
者
不
准
給
湯
路
費
、
第
四
六
三
頁
。

(
臼
〉
『
一
幅
建
省
例
』
、
鐙
政
例
・
公
揖
養
廉
資
助
窮
員
。

(
日
)
『
由
市
東
省
例
新
纂
』
、
巻
二
、
戸
例
上
、
文
員
正
雑
各
官
周
値
路
費
、

(
道
光
二
十
六
年
刊
本
)
第
一
一
一

a
i七
b
o

(
U
A

〉
「
江
蘇
省
例
績
編
』
、
藩
例
、
微
員
路
費
限
制
、
同
治
十
二
年
、
(
光

緒
元
年
江
蘇
書
局
刊
本
〉
第
一
四

a
J
一
七

a
頁。

295 

(
日
〉
『
奨
山
政
書
』
、
巻
二
、
批
西
安
府
張
守
票
、
第
三
六
頁
。
墨
田
政

輯
要
』
、
巻
二
、
公
掲
各
款
、
令
官
簸
書
集
成
』
、
第
五
加
)
第
四
七
四

頁
。
『
湖
南
省
例
成
案
』
、
各
一
七
、
兵
律
、
郵
騨
、
病
故
官
家
属
選

郷
、
(
清
刊
本
)
第
五
三

a
J
五
四
b
頁。

(
日
〉
順
天
府
償
案
、
第
二
一
巻
、
第

O
三
六
続
、
光
緒
三
十
四
年
十
二
月

十
八
日
、
国
安
豚
申
請
己
故
激
論
馬
傾
姿
撫
値
銀
雨
並
迭
印
領
由
。

(
閉
山
)
『
宮
中
楢
薙
正
朝
奏
摺
』
、
第
一
七
輯
、
落
正
八
年
十
一
月
十
五
日
、

庚
西
布
政
使
元
展
成
奏
請
設
給
分
省
試
用
進
士
銀
雨
、
(
華
北
、
故
宮

博
物
院
、
一
九
七
九
年
)
第
二
ハ
一
二
頁
。
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practices,which clearly violated dynastic custom, afterrepeated attempts to

abolish them clearlyindicates just how well the activitiesof the Chamber

of Personnel suited the despotic atmosphere of the･late-Koryo period. The

Chamber of Personnel was 丘nally abolished in the early-Choson period,

but the authority of the Grand-Councilors in the State Council regard-

ing personnel　administration　was　not restored to　its　previous　status･

Thereafter, the selection of personnel conducted by the Personnel Section

吏兵曹was increasingly under directcontrol of the King himself｡

　　　

l have attempted to analyze the above-mentioned changes in personnel

institutionsthrough an analysis of the form of appointment letters.

ON THE DEATH FROM ILLNESS AND RECUPERATION

　　　　

OF LOCAL OFFICIALS DURING THE QING：

　　　　　

ＡCONSIDERATION OF THE SYSTEM OF

　　　　　　　

PERSONNEL ADMINISTRATION

Wu Yue

　　

In this paper l propose toｅχamine the everyday problems of personnel

management through an analysis of the procedural documents concerned

with recuperation and death from illnessof local government officials,who

composed the greatestnumber of bureaucrats. Management of the problems

of sickness and death by illness was ａrelativelyfrequent, common matter

in the sphere of personnel management, and for thisreason it betterreflects

the realitiesof local government administration and personnel management

of local ０伍cialsthan the regular hiring of new local ｏ伍Cia1Sor the daji

大計, conducted every three years. This topic is therefore an ｅχtremely

important issue in the study of local government administration and the

bureaucratic system｡

　　

The point of this paper is to illuminate how local officialsor their

families petitio°edor reported on their misfortunes and how those petitions

and reports were processed by their bureaucratic superiors through an

attempt at reconstructing these documents. Clarifying these documents can

undoubtedly illu°inate how the Qing bureaucratic personnel system was

- ２－



related to the contemporary system of governmental administration｡

　　

In this paper, l have relied on officialgovernment filesin reconstruct-

ing the documents related to the illness and recuperation of local officials

in an attempt to explain the policies taken regarding local officials,and

their families, who were stricken by such misfortune. In short, the death

from illness or recuperation by local officials,and the ameliorative measures

ordered to l〇wer-ranking local officialsrequired set forms of procedures and

documentation. These bureaucratic procedures involved common features,

such as the submission of petitions or reports of death from the stricken

bureaucrats or their families, the inspections and submission of an affidavit

印結by their superiors, the creation of management proposals and inspec-

tion of related documents by the provincial administrative commissioner

布政使, and the directive 題啓of the governor 督撫. This complex trail of

personnel administrative documentation was indispensable in maintaining

the smooth functioning of daily government administration.　Additionally,

these documents allow us to confirm the ｅχistence of an orderly system of

internal links between local government ｏ伍ｃｅs.ln this manner we are

able to understand how personnel management supported the execution of

the administration of justice 刑名and land taxes 鎮糧on the local level in

terms of bureaucratic administration｡

　　

In the conclusion of this paper, I point out that the internal links

between local government offices was a function of authority delegated

to them rather than merely based on the hierarchical relations within

administrative institutions.　All local government ｏ伍ｃｅs　thus did not

necessarily

　

possess equal　degrees of authority in　judicial　or personnel

administration. The fact that same degree of authority was not allotted in

every field by ａ permanent and fixed vertical relationship between local

government

　

offices

　

is undoubtedly　an important principle in　any con-

sideration of the Qing system of local government administration. The

problem of the authority of the local government ｏ伍ces can be understood

as ａ key to further study of local political administration.

- ３－
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